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東京都地球温暖化対策指針 

 
第１ 目的 

この指針は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215
号。以下「条例」という。）第５条の４第１項に基づき、温室効果ガス排出事業者（以下「排

出事業者」という。）が実効性ある地球温暖化の対策を進めていくに当たり、地球温暖化対策

計画書（以下「計画書」という。）等を作成するための方法並びに知事が計画書提出事業者の

取組を評価するための方法及び計画書提出事業者の温室効果ガスの排出の抑制に係る措置

（以下「削減対策」という。）の実施が不十分な場合の指導・助言等に関する事項について定

めることを目的とする。 
 
第２ 構成 

この指針は、２編から構成され、次に掲げる事項を定める。 
１ 第１編 地球温暖化対策ガイドライン 

排出概況確認書、計画書、排出状況報告書、中間報告書及び結果報告書（以下「計画書等」

という。）の作成方法等 
２ 第２編  評価基準 

計画書提出事業者の削減対策及び温室効果ガスの排出の抑制に係る目標（以下「削減目標」

という。）を評価するための方法並びに計画書提出事業者の削減対策の実施が不十分な場合の

指導・助言等 
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第１編 地球温暖化対策ガイドライン 
第１ 総則 
１ 対象となる事業所のとらえ方 
（１）事業所の基本的な考え方 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（平成 13 年東京都規則第 34 号。

以下「規則」という。）第４条第１項に規定する事業所（以下「対象事業所」という。）に

ついては、都内において、同一の敷地内にある複数の建物、同一の建物内にある複数の事

務所等、エネルギー管理に連動性のあるものを一事業所とする。同一の敷地内又は同一の

建物内であれば、業種又は業態が異なっていても、一事業所とする。 
なお、同一の敷地内又は同一の建物内に住居の用に供する部分がある場合には、事業所

ではないため、当該部分は除かれる。 
（２）事業所のとらえ方 

ア テナントビル 
建物の設置者又は管理者以外の事業者がその一部を使用する建物（以下「テナントビ

ル」という。）については、テナントビル全体を一事業所とし、当該テナントビル全体で

使用する燃料、熱又は電気の使用量をもって対象事業所の判断を行うものとする。この

場合の計画書等の作成及び提出を行う事業者は、当該テナントビルの設置者又は管理者

とする。 
イ 区分所有建物 

複数の事業者が区分所有により一つの建物を所有している場合については、アと同様、

建物全体を一事業所とし、当該建物全体で使用する燃料、熱又は電気の使用量をもって

対象事業所の判断を行うものとする。この場合の計画書等の作成及び提出は、区分所有

者全員の連名により、又は区分所有者で構成する管理組合の代表者が行うものとする。 
ウ 同一の敷地内におけるエネルギー管理の連動性がある複数の建物等 

同一の敷地内に複数の事業者の建物等があり、エネルギー管理に連動性がある場合に

ついては、当該敷地全体を一事業所とし、当該敷地内の建物等全体で使用する燃料、熱

又は電気の使用量をもって対象事業所の判断を行うものとする。この場合の計画書等の

作成及び提出は、当該建物等の設置者若しくは管理者全員の連名により、又はそれらの

代表者が行うものとする。 
エ 同一事業者の隣接する事業所 

同一事業者の事業所が隣接し、エネルギー管理に連動性のある場合には、同一の敷地

内でなくとも一事業所とする。 
（３）エネルギーの使用量の原油量への換算方式 

規則第４条第１項に規定する地球温暖化対策指針に定める方式（エネルギーの使用量の

原油量への換算方式）は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則（昭和 54 年通

商産業省令第 74 号）第 4 条に規定する方法とする。 
 
２ 対象要件に該当しない事業所についての任意提出 
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対象事業所の要件に該当しない事業所についても、その設置者又は管理者は、条例第６条

第３項及び規則第４条の３第３項の規定により、この指針に基づき計画書を提出することが

できる。この場合において、計画書提出事業者は、計画書等（排出概況確認書を除く。）の作

成及び公表を行うとともに、知事による評価、指導等を受けるものとする。 
 
３ その他の排出事業者 

計画書等を提出しないその他の排出事業者についても、その事業活動に伴う温室効果ガス

の排出を削減するため、この指針の内容に基づき地球温暖化の対策の推進及び組織体制の整

備に努めるものとする。 
       
第２ 地球温暖化の対策の推進体制 

１ 組織体制の整備における計画書提出事業者等の役割 
計画書提出事業者及び計画書を提出しようとする排出事業者（以下「計画書提出予定者」

という。）（以下これらを「計画書提出事業者等」という。）は、次に掲げる事項を行うための

組織体制を整備し、その事業活動における地球温暖化の対策を着実かつ効果的に推進するも

のとする。 
（１）計画書等の作成 
（２）削減対策の実施及び進行管理 
（３）削減対策の効果の確認及び検証 
（４）削減対策の見直し 
（５）事業所におけるエネルギー使用設備・機器の稼働状況、エネルギーの使用に関する数値

等を定期的に記録する管理台帳の整理 
（６）（５）に掲げるもののほか、事業所におけるエネルギー使用設備・機器の運転及び保全に

ついての適正な管理 
（７）事業所の構成員、来所者及びその事業活動に係る他の事業者などに対する地球温暖化の

対策に関する理解及び認識を深めるための地球温暖化の対策に関する普及啓発及び教育活

動の実施 
 
２ 推進体制の構成 
（１）地球温暖化対策統括マネージャー 

ア 地球温暖化対策統括マネージャーの選任 
計画書提出事業者等は、推進体制の統括責任者として、地球温暖化対策統括マネージ

ャー（以下「統括マネージャー」という。）を１名選任するものとする。 
なお、自ら務めることもできる。 

イ 統括マネージャーの要件 
統括マネージャーは、総務、財務、環境等の部署の責任者から選任するものとする。

統括マネージャーは、知事が行う地球温暖化対策管理者講習会（以下「講習会」という。）

を受講するものとする。 
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（２）地球温暖化対策テクニカルアドバイザー 
ア 地球温暖化対策テクニカルアドバイザーの選任 

計画書提出事業者等は、技術的な助言を受け、地球温暖化の対策を効果的に進めるた

め、地球温暖化対策テクニカルアドバイザー（以下「テクニカルアドバイザー」という。）

を選任するよう努めるものとする。 
なお、統括マネージャーと兼任させることもできる。 

イ テクニカルアドバイザーの要件 
テクニカルアドバイザーを選任する場合、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（ア）講習会の修了者（修了予定者を含む。） 
（イ）環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成 13 年環境省告示第 11 号）18－1

に掲げる判断の基準を満たす省エネルギー診断を実施する能力を有する者のうち、一

級建築士、技術士（建設、電気・電子、機械、衛生工学、環境又は総合技術監理（建

設、電気・電子、機械、衛生工学又は環境））、エネルギー管理士又は建築設備士の技

術資格のいずれかを有する者 
ウ テクニカルアドバイザーの役割 

テクニカルアドバイザーは、計画書提出事業者等又は統括マネージャーに対して技術

的な助言を継続的に行うものとする。具体的な削減対策の実施に当たっては、推進責任

者及び推進員に対して技術的な助言を行うものとする。 
エ テクニカルアドバイザーの外部委託 

計画書提出事業者等は、テクニカルアドバイザーについて、外部委託することができ

る。 
オ テクニカルアドバイザーの意見の尊重 

計画書提出事業者等又は統括マネージャーは、地球温暖化の対策を円滑に推進するた

め、テクニカルアドバイザーの技術的助言及び提案を取り入れるよう努めるものとする。 
（３）推進責任者及び推進員 

ア 推進責任者及び推進員の選任 
計画書提出事業者等は、個別の削減対策ごと又は部署ごとに推進責任者及び推進員を

選任するものとする。 
イ 推進責任者及び推進員の役割 

推進責任者は、計画書提出事業者等又は統括マネージャーの指示に従い、個別の削減

対策又は各部署における削減対策の責任者として削減対策の進行管理を行うものとする。 
推進員は、各推進責任者の指示に従い、削減対策を実施するものとする。 

ウ テナントビル等における推進員の設置 
テナントビルにおいては、計画書提出事業者等は、推進体制の実効性を担保するため、

テナントビルを使用しているテナントビルの設置者又は管理者以外の事業者（以下「テ

ナント事業者」という。）ごとに推進員を設置するものとする。 
また、同一の敷地内において関連事業者が活動しているなど、削減対策の実施に当た

り他の事業者の協力が必要な場合も当該事業者ごとに推進員を設置するものとする。 
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３ 削減対策の実施におけるテナント事業者等の協力 

テナント事業者及び同一の敷地内における関連事業者（以下「テナント事業者等」という。）

は、推進体制において推進員として参画し、計画書提出事業者等が行う計画書等の作成及び

削減対策の実施に協力しなければならない。 
また、テナント事業者等が使用する建物又は敷地の一部のみで対象事業所の要件に該当す

るテナント事業者等及びテナントビルの床面積の大部分を使用しているテナント事業者は、

計画書提出事業者等が行う計画書等の作成に当たり、この指針の例によりテナント事業者等

としての計画書等を作成するなど協力するものとする。 
 
第３ 温室効果ガスの排出の量の算定 
１ 温室効果ガスの排出の量の把握  

計画書提出事業者等は、事業所における別表第１及び第２に掲げる温室効果ガスの排出に

係る活動（以下「排出活動」という。）について、温室効果ガスの種類ごとに、温室効果ガス

の排出の量を把握するものとする。ただし、使用し、又は排出した温室効果ガスについて、

回収し、又は適正に処理されたものの量は、排出の量に含めないものとする。 
また、熱又は電気の供給を主たる事業としない事業所において、自ら生成した熱又は電気

を他人へ供給した場合について、これを知事が適当と認めるときは、当該熱又は電気に係る

温室効果ガスの排出の量を減じることができる。 
事業所における排出活動とは、事業所内における工場・事業場の設備等に係る事業活動並

びに当該事業所において運行又は運航の管理に責任を有する自動車、鉄道車両、船舶及び航

空機（以下「自動車等」という。）の運行又は運航（都内における活動に限る。）をいうもの

とする。 
 
２ 温室効果ガスの排出の量の算定方法 

温室効果ガスの排出の量の算定方法は、次に掲げるとおりとする。 
Ｘ＝Ｖ１Ｅ１＋Ｖ２Ｅ２＋Ｖ３Ｅ３＋‥‥‥‥ 
この式において、Ｘ、Ｖ及びＥは、次の値を表すものとする。 

Ｘ 温室効果ガスの排出の量（二酸化炭素に換算した量。単位 トン） 
Ｖ 次の式によって算出される温室効果ガスに該当する物質ごとの当該物質の排出の量

（単位 二酸化炭素にあってはトン、その他の温室効果ガスにあってはキログラム） 
Ｖ＝（Ａ１Ｂ１＋Ａ２Ｂ２＋Ａ３Ｂ３＋‥‥）＋（Ｃ１Ｄ１＋Ｃ２Ｄ２＋Ｃ３Ｄ３） 

この式において、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤは、次の値を表すものとする。 
Ａ 別表第１に掲げる排出活動の量（単位 同表の排出活動の単位の欄に掲げる単位） 
  ただし、燃料の使用の場合にあっては、次の値（単位 ギガジュール）とする。 

Ａ＝別表第１に掲げる燃料の使用量（単位 同表の排出活動の単位の欄に掲げる

単位）× 別表第３に掲げる単位発熱量（単位 同表の単位発熱量の単位の

欄に掲げる単位） 

HB-6



 

 

Ｂ 別表第１に掲げる排出活動の区分ごとに定める排出係数（単位 同表の排出係数

の単位の欄に掲げる単位） 
Ｃ 別表第２に掲げる排出活動の量（単位 同表の排出活動の単位の欄に掲げる単位） 
Ｄ 別表第２に掲げる排出活動の区分ごとに定める排出係数（単位 同表の排出係数

の単位の欄に掲げる単位） 
Ｅ 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（平成 11 年政令第 143 号）第４条に規定

する地球温暖化係数 
 
３ 排出係数等について 

計画書提出事業者等は、温室効果ガスの排出の量の算定に当たって、別表第１及び第２に

掲げる排出係数並びに別表第３に掲げる単位発熱量を用いるものとする。 
これらの値については、削減対策の効果を適切に算定するため、計画期間の初年度に使用

した値を固定して用いるものとする。ただし、下水汚泥の高温焼却など独自の削減対策によ

り排出係数が低減される場合について、これを知事が適当と認めるときは、計画書提出事業

者等は、別表第１及び第２に掲げる排出係数に代えて、温室効果ガスの排出の量の実測等に

基づく排出係数を使用することができる。この場合においては、その根拠となる資料を計画

書等に添付するものとする。また、使用する燃料の単位発熱量が別表第３に掲げる値と異な

る場合について、これを知事が適当と認めるときは、異なる単位発熱量を用いることができ

る。この場合においては、その根拠となる資料を計画書等に添付するものとする。 
 
 
第４ 排出概況確認書の作成 
１ 排出概況確認書の作成単位及び様式 

規則第４条第１項に規定する要件に新たに該当した地球温暖化対策事業者は、事業所ごと

に排出概況確認書として別記第１号様式による温室効果ガス排出概況確認書を作成するもの

とする。 
 
２ 排出概況確認書における温室効果ガスの排出の量の算定 

排出概況確認書においては、温室効果ガスの排出の概況を把握することを目的とするため、

前年度の温室効果ガスの排出のうち工場・事業場におけるエネルギー起源二酸化炭素（別表

第１の「排出活動の区分」の欄中「1.1 燃料の使用」及び「1.2 熱供給事業者から供給さ

れた熱の使用」の欄に掲げる排出活動並びに別表第２の「排出活動の区分」の欄中「3.1 電

気事業者から供給された電気の使用」の欄に掲げる排出活動に伴い排出される二酸化炭素を

いう。）の排出の量を報告するものとする。 
 
３ 添付書類 
（１）燃料、熱及び電気の使用量の月別内訳 

前年度における燃料、熱及び電気の使用量の月別の内訳について、記録等により当該使
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用量が把握可能な範囲で添付するものとする。  
（２）その他知事が必要と認める書類 

排出係数又は単位発熱量について事業所独自の値を用いた場合等におけるその根拠とな

る資料その他知事が必要と認める書類を添付するものとする。  
 
４ 排出概況確認書の地球温暖化対策事業者による公表 
（１）公表事項 

排出概況確認書を提出した地球温暖化対策事業者は、次に掲げる事項を公表するものと

する。 
ア 地球温暖化対策事業者の概要 
イ 温室効果ガスの排出の概況 

（２）公表方法 
地球温暖化対策事業者は、規則第５条第３項に定める公表の方法のうち、可能な限りイ

ンターネットの利用による方法で公表を行う。インターネットによる公表ができない場合

には、地球温暖化対策事業者の事業所における備え置き又は掲示その他の容易に閲覧でき

る場所、時間等を配慮した方法により公表するものとする。 
また、環境報告書（環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業

活動の促進に関する法律（平成１６年法律第７７号）第２条第４項の環境報告書をいう。）

を作成している地球温暖化対策事業者は、環境報告書への掲載に努めるものとする。 
 
 
第５ 削減対策の分類等 
１ 削減対策の分類 

削減対策について次のように分類する。 
（１）工場・事業場の設備等に係る削減対策 

工場・事業場の設備等に係る削減対策とは、削減対策のうち、事業所内で実施するエネ

ルギー消費設備・機器の運用改善及び改修、より効率の高いエネルギー消費設備・機器の

導入その他の設備・機器に係る削減対策並びに屋根、床、外壁等の断熱管理その他の建物

に係る削減対策（これらの削減対策には、エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス

に係る削減対策を含む。）をいう。 
工場・事業場の設備等に係る削減対策は、事業者が取り組むべき基本対策と事業者が積

極的に取り組む目標対策として次のように区分する。 
ア 基本対策等 

基本対策とは、エネルギー消費設備・機器の運用改善に係る削減対策及び投資回収年

数が概ね３年以内の削減対策であって、かつ、一般的に取組可能な対策として別表第４

に掲げる削減対策をいう。この場合の投資回収年数とは、計画書提出事業者等が削減対

策に必要な経費を光熱水費削減額によって回収するまでの年数をいう。基本対策のうち、

エネルギー消費設備・機器の運用改善に係る削減対策を「運用対策」と、その他の削減
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対策を「設備導入等対策」という。 
なお、運用対策については、エネルギー消費設備・機器の日常的管理によりエネルギ

ー損失の防止又は低減等を図るものであり、事業者が恒常的に取り組むべき削減対策で

ある。 
イ 目標対策 

目標対策とは、基本対策以外の工場・事業場の設備等に係る削減対策をいう。なお、

事業所独自の削減対策、先進的な削減対策等については目標対策に含まれる。 
 
（２）自動車等に係る削減対策 

自動車等に係る削減対策とは、事業所の事業活動において使用（都内における使用に限

る。）される自動車等の運行又は運航に伴う温室効果ガスの排出に係る削減対策をいう。 
 
（３）事業所内で実施するその他の削減対策 

事業所内で実施するその他の削減対策とは、（１）及び（２）以外で、テナント事業者等

への還元のための措置、廃棄物の削減、グリーン調達、物流の効率化、社員の通勤におけ

る対策その他の事業所内で実施する削減対策をいう。 
なお、再生可能エネルギーについて、事業所内における再生可能エネルギーによる発電

又は再生可能エネルギーの熱利用（以下「再生可能エネルギーによる発電等」という。）の

導入は、工場・事業場の設備等に係る削減対策に該当するが、再生可能エネルギーによる

発電等によって発生する環境価値の保有は、事業所内で実施するその他の削減対策に該当

する。 
 
（４）事業所外で実施する削減対策 

事業所外で実施する削減対策とは、次に掲げる削減対策をいう。 
ア 他の事業所（別に計画書等を提出する事業所を除く。）で実施する削減対策 
イ 地域住民、消費者、民間団体等と協働して実施する削減対策 
ウ 植林、緑化等 
エ 温室効果ガスの排出の量の少ない製品の開発等他の事業者、消費者等の温室効果ガス

の排出の抑制に寄与する取組 
オ その他事業所外で実施する削減対策 

 
２ 削減対策の削減量の算定 

削減対策の削減量は、削減量を算出する年度の排出活動による温室効果ガスの排出の量か

ら、当該排出活動に係る削減対策を実施した場合における当該年度の温室効果ガスの排出の

量を減じて算定するものとする。 
なお、削減量の計算根拠資料を、目標対策については計画書等に添付し、その他の対策に

ついては計画書等の提出時に提示するものとする。 
（１）工場・事業場の設備等に係る削減対策の削減量の算定 
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燃料、熱、電気若しくは水の使用又は下水道への排水（以下「エネルギーの使用等」と

いう。）に関係する削減対策の削減量は、当該削減対策の対象となる設備等の規模、稼働時

間及びエネルギー変換効率の要素からエネルギーの使用等の量の削減量を算定し、当該削

減量を第３ ２に示す方法で温室効果ガスの排出の量に変換することで求めるものとする。

各要素の値は、削減対策事例集（削減対策の概要及び削減対策の削減量の算出方法等の事

例について知事が別に示すものをいう。以下同じ。）に掲げる事例を参考にして、知事が認

める合理的な方法により求めるものとする。 
エネルギーの使用等に関係しない削減対策の削減量は、知事が認める合理的な方法によ

り温室効果ガスに該当する物質ごとの当該物質の排出の量の削減量を算定し、第３ ２に

示す方法で温室効果ガスの排出の量に変換することで求めるものとする。 
（２）自動車等に係る削減対策の削減量の算定 

自動車等に係る削減対策の削減量については、可能な限り合理的な方法により求めるも

のとする。 
 

 
第６ 計画書の作成 

１ 計画書の作成単位及び様式 
計画書提出予定者は、事業所ごとに計画書として別記第２号様式による地球温暖化対策計

画書を作成するものとする。 
なお、自動車等に係る削減対策は、その自動車等の運行又は運航の管理に責任を有する者

の所在する事業所の計画書に計上する。 
 
２ 基準排出量の算出 
（１）基準排出量 

基準排出量とは、計画期間中における温室効果ガスの排出の量の推移を確認する際に、

比較する基準となる計画期間開始前の標準的な温室効果ガスの排出の量をいう。基準排出

量と各年度の温室効果ガスの排出の量とを比較することにより、削減対策による温室効果

ガスの排出の量の削減効果を明らかにする。 
計画書提出予定者は、基準排出量を工場・事業場の設備等に係るものと自動車等に係る

ものとに区分し、それぞれの基準排出量及び両者を合計した総基準排出量を算出するもの

とする。 
（２）基準年度 

計画期間の初年度の前年度までの連続する３か年度をいう。 
（３）基準排出量の算出方法 

基準年度の各年度ごとの温室効果ガスの排出の量を算出し、その平均値を基準排出量と

する。ただし、基準年度中に都内に転入又は起業等をした場合、その他やむを得ず基準年

度全体のデータが把握できない場合については、知事と協議のうえ、基準年度中において

４月から翌年３月までの把握が可能な特定の年度の温室効果ガスの排出の量又は特定の２
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年度の温室効果ガスの排出の量の平均値とすることができる。また、基準年度中において

事業活動が著しく変動した場合、基準年度中のどの年度も年度全体のデータが把握できな

い場合等においては、知事と協議のうえ、適切な方法で基準排出量を算定することができ

る。 
 
３ 地球温暖化の対策の推進に関する基本方針等 
（１）基本方針の設定 

計画書提出予定者は、事業所内で実施する地球温暖化の対策の推進の全体についての方

針として、工場・事業場の設備等に係る削減対策、自動車等に係る削減対策及び事業所内

で実施するその他の削減対策の推進についての方針を定めるものとする。さらに、事業所

を設置する事業者が全社的又は全庁的に地球温暖化の対策を推進している場合は、当該事

業者の方針を記載することもできる。 
（２）計画期間の最終年度における総排出量の見込みの計上等 

計画書提出予定者は、工場・事業場の設備等に係る温室効果ガスの排出の量及び自動車

等に係る温室効果ガスの排出の量を合算した事業所における温室効果ガスの排出の量（以

下「総排出量」という。）の計画期間の最終年度における見込みを、工場・事業場の設備等

に係る削減目標、自動車等に係る削減目標及び事業所内で実施するその他の削減対策の計

画、事業活動の変動等を勘案して、計上するものとする。 
また、事業所を設置する事業者において、すべての事業所を合わせた全社的又は全庁的

な総排出量又は総排出量の削減率の見込みがある場合には、当該見込みを併記することも

できる。 
なお、事業所として又は全社的若しくは全庁的に設定している独自の削減目標等を併記

することもできる。 
 

４ 削減対策の選定等 
（１）工場・事業場の設備等に係る削減対策の選定等 

計画書提出予定者は、工場・事業場の設備等に係る削減対策を検討し、選定し、及び計

画書に計上するため、知事が別に示す点検表を活用し、次に掲げる手順によって行うもの

とする。 
ア 現状把握 

計画書提出予定者は、事業所における燃焼設備、空気調和設備、受変電設備、照明設

備等について、管理台帳等を用いて設備・機器の保有状況、運転条件等を把握し、並び

に計測及び記録により設備・機器の稼動状況を把握するものとする。また、設備･機器別、

工程別等にエネルギーの使用等の量の実績を確認するものとする。 
なお、当該事業所に複数の建物があり、エネルギーの使用等の状況を個別に把握でき

る場合は、建物ごとに把握するものとする。 
イ 削減対策の検討及び選定 
（ア）計画書提出予定者は、基本対策については、別表第４に記載されている内容を考慮
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して、その実施方法を検討し、事業所の設備、施設等の条件に適合する削減対策はす

べて選定するものとする。ただし、基本対策を代替する目標対策を選定する場合につ

いては、当該基本対策を選定することを要しない。 
（イ）目標対策については、削減対策事例集を参考にして、その実施方法を検討し、エネ

ルギー消費の大きな設備・機器を中心に、技術的条件及び経済的状況を勘案して、実

施する削減対策を選定するものとする。 
なお、削減対策事例集に掲げられている削減対策以外の削減対策を検討し、選定す

ることもできる。 
ウ 削減対策の計上 

計画書提出予定者は、選定した削減対策のうち、事業所の工場・事業場の設備等に係

る基準排出量に対する当該削減対策の削減量の割合が 0.1％以上のもの又は削減量が 10
トン以上のものは、必ず計画書に計上する。 
また、選定した削減対策のうち、別表第４において基本対策として掲げられたもので

あって、投資回収年数が３年を下回る可能性が全くないもの又は事業所の特性により削

減対策の実施が著しく困難であるものについて、これを知事が適当と認めるときは、目

標対策として計上することができる。この場合においては、その根拠となる資料を計画

書に添付するものとする。 
エ 過去に実施した削減対策の扱い 

計画書提出予定者は、基準年度中に完了した削減対策のうち、目標対策に相当するも

のについては、これを知事が適当と認めるときは、計画書に計上することができる。こ

の場合においては、その根拠となる資料を計画書に添付するものとする。 
オ 再生可能エネルギーの導入量の計上 

事業所内における再生可能エネルギーによる発電等を既に導入し、又は導入を計画す

る場合については、導入量が少ない場合であっても、その前年度末における実績導入量

及び計画期間中における計画導入量を明らかにし、計画書に計上するものとする。  
（２）自動車等に係る削減対策の選定等 

計画書提出予定者は、事業活動において自動車等を使用している場合には、削減対策メ

ニュー集（主要な削減対策の一覧について知事が別に示すものをいう。）を参考にして、低

燃費車の導入など個別具体的な削減対策を選定し、計画書に計上するものとする。 
（３）事業所内で実施するその他の削減対策の計上 

計画書提出予定者は、事業所内で実施するその他の削減対策がある場合には、その削減

対策の概要、削減予定量その他温室効果ガスの排出の抑制に資する事項を計画書に計上す

るものとする。 
（４）事業所外で実施する削減対策の計上 

計画書提出予定者は、事業所外で実施する削減対策がある場合には、都内・都外に区分

した上で、都内で実施する削減対策については、その削減対策の概要、導入予定量又は削

減量の見込みその他温室効果ガスの排出の抑制に資する事項を計画書に計上するものとす

る。 
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５ 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標の設定 
（１）工場・事業場の設備等に係る温室効果ガスの削減目標の設定 

計画書提出予定者は、工場・事業場の設備等に係る削減対策について、次に掲げる目標

を設定する。 
ア 目標削減率 

目標削減量（計画期間中に完了する目標対策の実施により計画期間の終了年度に見込

まれる削減量を、すべての目標対策について合計した量をいう。）を工場・事業場の設備

等に係る基準排出量で除した値をいう。 
イ 計画削減率 

計画削減量（計画期間中に完了する基本対策及び目標対策の実施により計画期間の終

了年度に見込まれる削減量を、すべての基本対策及び目標対策について合計した量をい

う。）を工場・事業場の設備等に係る基準排出量で除した値をいう。 
（２）自動車等に係る温室効果ガスの削減目標の設定 

計画書提出予定者は、事業活動において自動車等を使用している場合には、自動車等に

係る削減目標を設定する。自動車等に係る削減対策を実施した場合の削減効果等を十分に

考慮し、削減対策を実施する自動車等の導入率等可能な限り数量的な目標を設定するよう

努めるものとする。 
 
６ 削減対策の実施スケジュール 

計画書提出予定者は、事業活動の状況及び設備投資の状況を考慮して削減対策ごとに着手、

実施及び完了の予定年度を設定し、計画した対策が計画期間中に着実に完了できるよう、そ

の進ちょく状況を管理するものとする。 
 
７ 削減対策の計画状況に関する自己評価 

計画書提出予定者は、自己評価として、削減対策の計画状況及び計画書の内容について説

明するものとする。 
 

８ 添付書類 
（１）温室効果ガスの排出の量の内訳及び集計結果 

基準年度の温室効果ガスの排出の量の内訳及び集計結果について添付するものとする。 
（２）燃料、熱及び電気の使用量の内訳及び集計結果 

基準年度の燃料、熱及び電気の使用量の内訳及び集計結果について添付するものとする。 
（３）燃料、熱及び電気の使用量の月別内訳 

基準年度の燃料、熱及び電気の使用量の月別の内訳について、記録等により当該使用量

が把握可能な範囲で添付するものとする。  
（４）点検表 

現状把握及び削減対策の選定に用いた点検表を添付するものとする。  
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（５）削減量の根拠資料 
目標対策の削減量を計上した場合については、その根拠となる資料を添付するものとす

る。  
（６）テナント事業者等における削減対策に係る資料 

テナント事業者等が使用する建物若しくは敷地の一部のみで対象事業所の要件に該当す

るテナント事業者等又はテナントビルの床面積の大部分を使用しているテナント事業者が

ある場合は、当該テナント事業者等における削減対策の計画等に係る資料を添付するもの

とする。  
（７）その他知事が必要と認める書類 

排出係数又は単位発熱量について事業所独自の値を用いた場合、基本対策を目標対策と

して計上した場合等におけるその根拠となる資料その他知事が必要と認める書類を添付す

るものとする。  
 
９ 計画書の計画書提出事業者による公表 
（１）公表事項 

計画書提出事業者は、計画書のうち、次に掲げる事項を公表するものとする。 
ア 計画書提出事業者の概要及び計画期間 
イ 温室効果ガスの総基準排出量 
ウ 地球温暖化の対策の推進に関する基本方針等 
エ 地球温暖化の対策の推進体制 
オ 工場･事業場の設備等に係る温室効果ガスの排出の状況 
カ 工場･事業場の設備等に係る削減目標 
キ 工場･事業場の設備等に係る削減対策 
ク 事業所内で実施するその他の削減対策 
ケ 自動車等に係る温室効果ガスの排出の状況等（削減目標及び削減対策を含む。） 
コ 事業所外で実施する削減対策 
サ 計画期間前に事業所内で実施したその他の削減対策 
シ 削減対策の計画状況に関する自己評価 

（２）公表方法 
第４ ４（２）の例による。 

 
10 計画書の案と計画書 

計画書提出予定者は、計画書の案の内容について、都から受けた指導及び助言に基づき検

討を加え、積極的に計画書の内容を改善するものとする。 
 
 
第７ 排出状況報告書の作成 
１ 排出状況報告書の作成単位及び様式 
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計画書提出事業者は、事業所ごとに排出状況報告書として別記第３号様式による温室効果

ガス排出状況報告書を作成するものとする。 
なお、自動車等については、その自動車等の運行又は運航の管理に責任を有する者の所在

する事業所の排出状況報告書に計上する。 
 
２ 温室効果ガスの排出の状況 

計画書提出事業者は、計画期間の初年度から排出状況報告書を提出する年度の前年度まで

の温室効果ガスの排出の状況を、工場・事業場の設備等に係るものと自動車等に係るものと

に区分し、それぞれの温室効果ガスの排出の量及び両者を合算した総排出量を報告するもの

とする。 
 
３ 削減対策の進ちょく状況 
（１）工場・事業場の設備等に係る削減対策の進ちょく状況 

計画書提出事業者は、計画書に記載した工場・事業場の設備等に係る削減対策の進ちょ

く状況について、基本対策別及び目標対策別に、削減対策ごとの着手、実施又は完了の別

を把握するものとする。また、運用対策の実施について不十分な点がないか点検するもの

とする。 
削減対策が計画書で設定した実施スケジュールどおりに実施できなかった場合には延期

の理由及び今後の実施予定時期を、削減対策を取りやめる場合にはその理由を明確にする

ものとする。 
また、排出状況報告書を提出する年度の前年度までに完了した削減対策については、削

減対策の実施による削減量（以下「推計実績削減量」という。）を削減対策別に算出するよ

う努めるものとする。推計実績削減量の算出を行った場合については、次に掲げる推計実

績削減率（目標対策分）により、工場・事業場の設備等に係る削減目標の達成状況を確認

するものとする。 
 推計実績削減率（目標対策分） 

計画期間中に完了した目標対策の実施による推計実績削減量を、工場・事業場の設備

等に係る基準排出量で除した値をいう。この値により、目標対策の実施による削減量の

大きさを計る。 
（２）自動車等に係る削減対策の進ちょく状況 

計画書提出事業者は、計画書に記載した自動車等に係る削減対策の進ちょく状況につい

て、削減対策ごとに着手、実施又は完了の別を把握するものとする。 
 
４ 総括等 

計画書提出事業者は、温室効果ガスの排出の量の推移等を踏まえ、削減対策の進ちょく状

況についての総括を行うものとし、その結果に基づき、当年度以降の削減対策の実施等につ

いての取組方針を定めるよう努めるものとする。 
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５ 削減対策の追加 
計画書提出事業者は、事業所における投資計画の変更等により計画期間の途中で削減対策

を追加した場合にあっては、当該削減対策ごとの進ちょく状況及び削減量を報告するものと

する。この場合においては、削減量の計算根拠資料を、目標対策については排出状況報告書

に添付し、その他の対策については排出状況報告書の提出時に提示するものとする。 
 
６ 添付書類 
（１）温室効果ガスの排出の量の内訳及び集計結果 

排出状況報告書を提出する年度の前年度における温室効果ガスの排出の量の内訳及び集

計結果について添付するものとする。 
（２）燃料、熱及び電気の使用量の内訳及び集計結果 

排出状況報告書を提出する年度の前年度における燃料、熱及び電気の使用量の内訳及び

集計結果について添付するものとする。 
（３）燃料、熱及び電気の使用量の月別内訳 

排出状況報告書を提出する年度の前年度における燃料、熱及び電気の使用量の月別の内

訳について、記録等により当該使用量が把握可能な範囲で添付するものとする。  
（４）削減量の根拠資料 

削減対策を追加した場合であって目標対策の削減量を計上したときについては、その根

拠となる資料を添付するものとする。  
（５）テナント事業者等における削減対策に係る資料 

テナント事業者等が使用する建物若しくは敷地の一部のみで対象事業所の要件に該当す

るテナント事業者等又はテナントビルの床面積の大部分を使用しているテナント事業者が

ある場合は、当該テナント事業者等における削減対策の進ちょく状況等に係る資料を添付

するものとする。  
（６）その他知事が必要と認める書類 

排出係数又は単位発熱量について事業所独自の値を用いた場合、削減対策を追加した場

合であって基本対策を目標対策として計上したとき等におけるその根拠となる資料その他

知事が必要と認める書類を添付するものとする。  
 
７ 排出状況報告書の計画書提出事業者による公表 
（１）公表事項 

排出状況報告書を提出した計画書提出事業者は、排出状況報告書のうち、次に掲げる事

項を公表する。 
ア 計画書提出事業者の概要及び計画期間 
イ 温室効果ガスの総排出量の状況 
ウ 工場・事業場の設備等に係る温室効果ガスの排出の状況及び削減対策の進ちょく状況

（総括） 
エ 自動車等に係る温室効果ガスの排出の状況及び削減対策の進ちょく状況（総括） 
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オ 削減対策の進ちょく状況等についての総括等 
（２）公表方法 

第４ ４（２）の例による。 
 
 
第８ 中間報告書の作成等 
１ 中間報告書の作成単位及び様式 

計画書提出事業者は、点検表を活用し、事業所ごとに中間報告書として別記第４号様式に

よる地球温暖化対策中間報告書を作成するものとする。 
なお、自動車等については、その自動車等の運行又は運航の管理に責任を有する者の所在

する事業所の中間報告書に計上する。 
 
２ 温室効果ガスの排出の状況 

計画書提出事業者は、計画期間の初年度及び中間年度の前年度（第２年度）の温室効果ガ

スの排出の状況を、工場・事業場の設備等に係るものと自動車等に係るものとに区分し、そ

れぞれの温室効果ガスの排出の量及び両者を合算した総排出量を報告するものとする。 
 
３ 削減対策の実施状況及び目標の達成状況 
（１）工場・事業場の設備等に係る削減対策の実施状況及び目標の達成状況 

計画書提出事業者は、計画書に記載した工場・事業場の設備等に係る削減対策の実施状

況について、基本対策別及び目標対策別に、削減対策ごとの着手、実施又は完了の別を把

握するものとする。また、運用対策の実施について不十分な点がないか点検するものとす

る。 
計画書において、第６ ４（１）ウに基づき、別表第４に掲げる基本対策であって、目

標対策としたものについて、当該対策の投資回収年数又は実施困難性を検証し、目標対策

とすることが適当でない場合は、基本対策として報告するものとする。 
削減対策が計画書で設定した実施スケジュールどおりに実施できなかった場合には延期

の理由及び今後の実施予定時期を、削減対策を取りやめる場合にはその理由を明確にする

ものとする。 
工場・事業場の設備等に係る削減目標の達成状況に関し、中間報告書を提出する年度の

前年度までに設備導入の工事等が完了した対策の効果による削減量から、推計実績削減率

（目標対策分）を算出し、報告するものとする。 
（２）自動車等に係る削減対策の実施状況及び目標の達成状況 

計画書提出事業者は、計画書に記載した自動車等に係る削減対策の実施状況について、

削減対策ごとに着手、実施又は完了の別を把握するものとする。また、定量的な目標を定

めた削減対策については、その達成度を定量的に把握するよう努めるものとする。 
（３）その他の削減対策の実施状況及び目標の達成状況 

計画書提出事業者は、工場・事業場の設備等に係る削減対策及び自動車等に係る削減対
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策以外の対策で、計画書に記載した削減対策の実施状況について、削減対策ごとに把握す

るものとする。 
 
４ 自己評価 

計画書提出事業者は、自己評価として、気象条件、事業活動の変動等外部要因による影響

を分析したうえ、中間年度の前年度における削減対策の実施状況、削減目標の達成状況、温

室効果ガスの排出の量の推移等について総括し、説明するものとする。また、当該総括を踏

まえ、中間年度以降の削減対策の実施等についての取組方針を定めるものとする。 
  
５ 削減対策の追加 

計画書提出事業者は、事業所における投資計画の変更等により中間報告書を提出する年度

の前年度に削減対策を追加した場合にあっては、当該削減対策ごとの実施状況及び削減量を

報告するものとする。この場合においては、削減量の計算根拠資料を、目標対策については

中間報告書に添付し、その他の対策については中間報告書の提出時に提示するものとする。 
 
６ 添付書類 
（１）温室効果ガスの排出の量の内訳及び集計結果 

中間報告書を提出する年度の前年度における温室効果ガスの排出の量の内訳及び集計結

果について添付するものとする。 
（２）燃料、熱及び電気の使用量の内訳及び集計結果 

中間報告書を提出する年度の前年度における燃料、熱及び電気の使用量の内訳及び集計

結果について添付するものとする。 
（３）燃料、熱及び電気の使用量の月別内訳 

中間報告書を提出する年度の前年度における燃料、熱及び電気の使用量の月別の内訳に

ついて、記録等により当該使用量が把握可能な範囲で添付するものとする。  
（４）点検表 

削減対策の達成状況の確認に用いた点検表を添付するものとする。  
（５）削減量の根拠資料 

削減対策を追加した場合であって目標対策の削減量を計上したときについては、その根

拠となる資料を添付するものとする。  
（６）テナント事業者等における削減対策に係る資料 

テナント事業者等が使用する建物若しくは敷地の一部のみで対象事業所の要件に該当す

るテナント事業者等又はテナントビルの床面積の大部分を使用しているテナント事業者が

ある場合は、当該テナント事業者等における削減対策の実施状況及び削減目標の達成状況

等に係る資料を添付するものとする。  
（７）その他知事が必要と認める書類 

排出係数又は単位発熱量について事業所独自の値を用いた場合、削減対策を追加した場

合であって基本対策を目標対策として計上したとき等におけるその根拠となる資料その他
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知事が必要と認める書類を添付するものとする。  
 
７ 中間報告書の計画書提出事業者による公表 
（１）公表事項 

中間報告書を提出した計画書提出事業者は、中間報告書のうち、次に掲げる事項を公表

する。 
ア 計画書提出事業者の概要及び計画期間 
イ 温室効果ガスの総排出量の状況 
ウ 工場・事業場の設備等に係る温室効果ガスの排出の状況、削減対策の実施状況（総括）

等 
エ 自動車等に係る温室効果ガスの排出の状況及び削減対策の実施状況（総括） 
オ 削減対策の実施状況等に関する自己評価 
カ 工場・事業場の設備等に係る削減目標の達成状況（個表） 
キ 事業所内で実施するその他の削減対策の実施状況 
ク 自動車等に係る削減対策の実施状況及び目標の達成状況（個表） 
ケ 事業所外で実施する削減対策の実施状況 

（２）公表方法 
第４ ４（２）の例による。 

 
第９ 中間年度における計画の見直し 

計画書提出事業者は、中間報告書の提出の後、削減対策の実施状況及び効果、設備の状況

の変化等を勘案して、削減対策、実施スケジュール、削減目標等計画書の内容について必要

な見直しを行うものとする。特に、計画書の見直しが必要として都による指導・助言を受け

た場合にあっては、その内容を勘案するものとする。その結果、削減対策、実施スケジュー

ル又は削減目標に変更が生じたときは、変更後の計画書を知事に提出するものとする。 
 
第10 結果報告書の作成 
１ 結果報告書の作成単位及び様式 

計画書提出事業者は、点検表を活用し、事業所ごとに結果報告書として別記第５号様式に

よる地球温暖化対策結果報告書を作成するものとする。 
なお、自動車等については、その自動車等の運行又は運航の管理に責任を有する者の所在

する事業所の結果報告書に計上する。 
 
２ 温室効果ガスの排出の状況 

計画書提出事業者は、計画期間の初年度から結果報告書を提出する年度の前年度までの温

室効果ガスの排出の状況を、工場・事業場の設備等に係るものと自動車等に係るものとに区

分し、それぞれの温室効果ガスの排出の量及び両者を合算した総排出量を報告するものとす

る。 
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３ 削減対策の実施状況及び削減目標の達成状況 
（１）工場・事業場の設備等に係る削減対策の実施状況及び目標の達成状況 

計画書提出事業者は、計画書に記載した工場・事業場の設備等に係る削減対策の実施状

況について、基本対策別及び目標対策別に、削減対策ごとの着手、実施又は完了の別を把

握するものとする。また、運用対策の実施について不十分な点がないか点検するものとす

る。 
計画書において、第６ ４（１）ウに基づき、別表第４に掲げる基本対策であって、目

標対策としたものについて、当該対策の投資回収年数又は実施困難性を検証し、目標対策

とすることが適当でない場合は、基本対策として報告するものとする。 
削減対策が計画書で設定した実施スケジュールどおりに実施できなかった場合には、延

期の理由及び今後の実施予定時期を、削減対策を取りやめる場合にはその理由を明確にす

るものとする。 
工場・事業場の設備等に係る削減目標の達成状況に関し、結果報告書を提出する年度の

前年度までに設備導入の工事等が完了した対策の効果による削減量から、推計実績削減率

（目標対策分）を算出し、報告するものとする。 
（２）自動車等に係る削減対策の実施状況及び目標の達成状況 

計画書提出事業者は、計画書に記載した自動車等に係る削減対策の実施状況について、

削減対策ごとに着手、実施又は完了の別を把握するものとする。また、定量的な目標を定

めた削減対策については、その達成度を定量的に把握するよう努めるものとする。 
（３）その他の削減対策の実施状況及び目標の達成状況 

計画書提出事業者は、工場・事業場の設備等に係る削減対策及び自動車等に係る削減対

策以外の対策で、計画書に記載した削減対策の実施状況について、削減対策ごとに把握す

るものとする。 
 
４ 自己評価 

計画書提出事業者は、自己評価として、気象条件、事業活動の変動等外部要因による影響

を分析したうえ、結果報告書を提出する年度の前年度における削減対策の実施状況、削減目

標の達成状況、温室効果ガスの排出の量の推移等について総括し、説明するものとする。 
計画期間中に削減目標を達成しなかった計画書提出事業者については、その原因を分析し、

把握するとともに、今後の取組方針を明確に提示するものとする。 
なお、計画期間中に削減目標を達成した計画書提出事業者については、その削減効果を維

持するよう努めるものとする。 
 
５ 削減対策の追加 

計画書提出事業者は、事業所における投資計画の変更等により結果報告書を提出する年度

の前年度に削減対策を追加した場合にあっては、削減対策ごとの実施状況及び削減量を報告

するものとする。この場合においては、削減量の計算根拠資料を、目標対策については結果
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報告書に添付し、その他の対策については結果報告書の提出時に提示するものとする。 
 
６ 添付書類 
（１）温室効果ガスの排出の量の内訳及び集計結果 

結果報告書を提出する年度の前年度における温室効果ガスの排出の量の内訳及び集計結

果について添付するものとする。 
（２）燃料、熱及び電気の使用量の内訳及び集計結果 

結果報告書を提出する年度の前年度における燃料、熱及び電気の使用量の内訳及び集計

結果について添付するものとする。 
（３）燃料、熱及び電気の使用量の月別内訳 

結果報告書を提出する年度の前年度における燃料、熱及び電気の使用量の月別の内訳に

ついて、記録等により当該使用量が把握可能な範囲で添付するものとする。  
（４）点検表 

削減対策の達成状況の確認に用いた点検表を添付するものとする。  
（５）削減量の根拠資料 

削減対策を追加した場合であって目標対策の削減量を計上したときについては、その根

拠となる資料を添付するものとする。  
（６）テナント事業者等における削減対策に係る資料 

テナント事業者等が使用する建物若しくは敷地の一部のみで対象事業所の要件に該当す

るテナント事業者等又はテナントビルの床面積の大部分を使用しているテナント事業者が

ある場合は、当該テナント事業者等における削減対策の実施状況及び削減目標の達成状況

等に係る資料を添付するものとする。  
（７）その他知事が必要と認める書類 

排出係数又は単位発熱量について事業所独自の値を用いた場合、削減対策を追加した場

合であって基本対策を目標対策として計上したとき等におけるその根拠となる資料その他

知事が必要と認める書類を添付するものとする。  
 
７  結果報告書の計画書提出事業者による公表 
（１）公表事項 

結果報告書を提出した計画書提出事業者は、結果報告書のうち、次に掲げる事項を公表

する。 
ア 計画書提出事業者の概要及び計画期間 
イ 温室効果ガスの総排出量の状況 
ウ 工場・事業場の設備等に係る温室効果ガスの排出の状況、削減対策の実施状況（総括）

等 
エ 自動車等に係る温室効果ガスの排出の状況及び削減対策の実施状況（総括） 
オ 削減対策の実施状況等に関する自己評価 
カ 工場・事業場の設備等に係る削減目標の達成状況（個表） 
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キ 事業所内で実施するその他の削減対策の実施状況 
ク 自動車等に係る削減対策の実施状況及び目標の達成状況（個表） 
ケ 事業所外で実施する削減対策の実施状況 

（２）公表方法 
第４ ４（２）の例による。 
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第２編 評価基準 
第１１ 評価の基本方針 

計画書提出事業者の積極的な取組が社会的に評価される仕組みを構築するため、次の基本

方針に基づき、評価基準を策定する。 
１ 総量削減率（総基準排出量から総排出量を減じた値を総基準排出量で除した値をいう。以

下同じ。）の大きさ及び削減対策の取組状況により評価する。 
２ 事業活動の規模、事業活動の変動、過去における削減対策の実施等を考慮し、公平・公正

に評価する。 
（１）中間報告書及び結果報告書について、計画書提出事業者の削減結果に対し、削減率によ

る評価を行う。削減量ではなく、削減率による評価を行うことにより、計画書提出事業者

の規模に影響されない評価を行う。 
（２）削減対策の取組状況を評価することで、削減対策を進めながらも事業活動の変動等によ

り総排出量が増加した計画書提出事業者が公正な評価を受けられるようにする。 
（３）計画書提出事業者が過去に実施した目標対策に相当する対策も加味して評価する。また、

基本対策については、すべての計画書提出事業者に実施を求めるものであるが、過去に基

本対策に相当する対策を実施していれば取組済みとして扱う。このことにより、これまで

率先して削減対策を進めてきた計画書提出事業者が公正な評価を受けられるようにする。 
（４）表彰を行う計画書提出事業者を選定する審査等を行うため、専門家等で構成された委員

会（以下「専門委員会」という。）を設置する。 
３ 公表に際して、評価結果を分かりやすく示す。 

 
 
第１２ 評価対象 
１ 評価対象となる排出活動及び評価の観点 
（１）計画書提出事業者の総量削減率の大きさ及び工場・事業場の設備等に係る削減対策の実

施を評価する。特に、目標対策の実施を計画書提出事業者の積極的な取組として評価する。 
ア 計画書については、基本対策をすべて計画し、さらに目標削減率が大きい計画書提出

事業者を高く評価する。 
イ 中間報告書については、基本対策をすべて計画し、運用対策をすべて実施した計画書

提出事業者に一定の評価を与える。さらにその中で、総量削減率が正の値となった計画

書提出事業者又は目標対策の実施を進めた計画書提出事業者を、早期に削減対策を進め

た者として高く評価する。 
ウ 結果報告書については、基本対策をすべて計画し、かつ、実施した計画書提出事業者

に一定の評価を与える。ただし、平成１８年度以降に計画書を提出した事業者は、基本

対策をすべて計画し、かつ、運用対策をすべて実施した計画書提出事業者に一定の評価

を与える。さらにその中で、総量削減率が計画削減率を超えた計画書提出事業者又は目

標対策の実施を進めた計画書提出事業者を高く評価する。 
（２）中間報告書及び結果報告書については、計画書提出事業者の総量削減率の大きさ、自動
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車等に係る削減対策、その他の削減対策等に対する評価を加味して、総合評価を決定する。 
 
２ 評価対象となる期間 

原則として、平成 22 年 3 月 31 日までに完了する削減対策（着手が計画期間以前のものを

含む。）を評価対象とする。ただし、基準年度中に完了した目標対策に相当する対策として計

画書に計上されたもの（以下「過去の目標対策」という。）は、評価対象に含める。 
 
第１３ 評価方法 
１ 計画書の評価方法 

計画書提出事業者の基本対策及び目標対策に関して、次の手順で評価する。 
（１）一次評価（基本対策に関する評価） 

基本対策の計画状況について、次のように評価する。 
ア 実施すべき基本対策（基本対策のうち、既に相当の対策を完了しているもの、事業所

の設備、施設等の条件により実施が困難なもの、一定の効果（削減率が 0.1％以上又は削

減量が 10 トン以上）が見込まれないもの及び目標対策に代替され実施する必要がないも

の（いずれも知事が認めるものに限る。）を除いたものをいう。以下同じ。）について、

すべて計画書に計上している計画書提出事業者の評価を「Ａ」とする。 
イ 実施すべき基本対策のうち、計画書に計上していないものがあるが運用対策について

はすべて計画書に計上している計画書提出事業者の評価を「Ｂ」とする。 
ウ 実施すべき基本対策について、計画書に計上していない運用対策がある計画書提出事

業者の評価を「Ｃ」とする。 
（２）最終評価（目標対策に関する評価） 

一次評価が「Ａ」であり、かつ、目標対策の計画により目標削減率（過去の目標対策に

よる削減率を含む。以下同じ。）が１％以上となった計画書提出事業者について、目標削減

率の大きさにより、専門委員会が定める基準に基づき、当該計画書提出事業者の最終評価

を「Ａ」より高い評価とする。 
その他の計画書提出事業者の最終評価は、一次評価と同等とする。 

 
２ 中間報告書の評価方法 

計画書提出事業者の基本対策、工場・事業場の設備等に係る総量削減率（工場・事業場の

設備等に係る基準排出量から、前年度における工場・事業場の設備等に係る温室効果ガスの

排出の量を減じた値を、工場・事業場の設備等に係る基準排出量で除した値をいう。以下同

じ。）及び目標対策に関して、それぞれ評価する。また、総量削減率の大きさ、自動車等に係

る削減対策に関する評価、事業所内で実施するその他の削減対策等に関する評価を加味して、

特に優秀な計画書提出事業者について評価する。 
（１）一次評価（基本対策に関する評価） 

基本対策の計画状況及び実施状況について、次のように評価する。 
ア 実施すべき基本対策について、すべて計画書に計上し、かつ、運用対策をすべて実施
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している計画書提出事業者の評価を「Ａ」とする。 
イ 実施すべき基本対策について、すべて計画書に計上し、かつ、実施していない運用対

策がある計画書提出事業者の評価を「Ｂ」とする。 
ウ 実施すべき基本対策について、計画書に計上していないものがある計画書提出事業者

の評価を「Ｃ」とする。 
（２）二次評価（工場・事業場の設備等に係る総量削減率及び目標対策の実施に関する評価） 

一次評価が「Ａ」であり、かつ、工場・事業場の設備等に係る総量削減率が正の値とな

った計画書提出事業者の二次評価を「ＡＡ」とする。 
また、一次評価が「Ａ」であり、かつ、目標対策の実施により推計実績削減率（目標対

策分）（過去の目標対策による削減率を含む。以下同じ。）が１％以上となった計画書提出

事業者の二次評価を「ＡＡ」とする。 
その他の計画書提出事業者の二次評価は一次評価と同等とする。 

（３）三次評価（計画の達成状況に関する評価） 
二次評価が「ＡＡ」である計画書提出事業者について、計画の達成状況を目標削減率の

大きさ及び推計実績削減率（目標対策分）の大きさにより、専門委員会が定める基準に基

づき、当該計画書提出事業者の三次評価を「ＡＡ」より高い評価とする。 
その他の計画書提出事業者の三次評価は、二次評価と同等とする。 

（４）総合評価（特に優秀な計画書提出事業者の選定） 
三次評価が「ＡＡ」より高い評価となった計画書提出事業者を対象として、専門委員会

から次に掲げる観点についての意見を聴き、特に優秀と認められる計画書提出事業者の総

合評価を「ＡＡＡ」とする。 
その他の計画書提出事業者の総合評価は三次評価と同等とする。 

ア 総量削減率の大きさ 
イ 推計実績削減率（目標対策分）の大きさ 
ウ 削減対策の効果の把握体制、削減対策の推進体制 
エ 自動車等に係る削減対策及び事業所内で実施するその他の削減対策の取組状況 
オ その他地球温暖化の対策の推進に関する事項 

 
３ 結果報告書の評価方法 

計画書提出事業者の基本対策、工場・事業場の設備等に係る総量削減率及び目標対策に関

して、それぞれ評価する。また、総量削減率の大きさ、自動車等に係る削減対策に関する評

価、事業所内で実施するその他の削減対策等に関する評価を加味して、特に優秀な計画書提

出事業者について評価する。 
（１）一次評価（基本対策に関する評価） 

基本対策の計画状況及び実施状況について、次のように評価する。 
ア 実施すべき基本対策について、すべて計画書に計上し、かつ、すべて実施している計

画書提出事業者の評価を「Ａ」とする。ただし、平成１８年度以降に計画書を提出した

事業者は、実施すべき基本対策について、すべて計画書に計上し、かつ、実施していな
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い基本対策はあるが運用対策についてはすべて実施している計画書提出事業者の評価を

「Ａ」とする。 
イ アただし書に規定する場合を除き、実施すべき基本対策について、すべて計画書に計

上し、かつ、実施していない基本対策はあるが運用対策についてはすべて実施している

計画書提出事業者の評価を「Ｂ」とする。ただし、推計実績削減率（目標対策分）が実

施すべき基本対策（設備導入等対策に限る。）のうち未実施分の削減率以上であるときは、

評価を「Ａ」とする。この場合においては、二次評価以降で用いる推計実績削減率（目

標対策分）の値は、推計実績削減率（目標対策分）から実施すべき基本対策（設備導入

等対策に限る。）のうち未実施分の削減率を減じたものとする。 
ウ 実施すべき基本対策について、すべて計画書に計上し、かつ、実施していない運用対

策がある計画書提出事業者又は計画書に計上していないものがある計画書提出事業者の

評価を「Ｃ」とする。 
（２）二次評価（工場・事業場の設備等に係る総量削減率及び目標対策の実施に関する評価） 

一次評価が「Ａ」であり、かつ、工場・事業場の設備等に係る総量削減率が計画削減率

を超えた計画書提出事業者の二次評価を「ＡＡ」とする。 
また、一次評価が「Ａ」であり、かつ、目標対策の実施により推計実績削減率（目標対

策分）が１％以上となった計画書提出事業者の二次評価を「ＡＡ」とする。 
その他の計画書提出事業者の二次評価は一次評価と同等とする。 

（３）三次評価（計画の達成状況に関する評価） 
二次評価が「ＡＡ」である計画書提出事業者について、計画の達成状況を推計実績削減

率（目標対策分）の大きさにより、専門委員会が定める基準に基づき評価し、当該計画書

提出事業者の三次評価を「ＡＡ」より高い評価とする。 
その他の計画書提出事業者の三次評価は二次評価と同等とする。 

（４）総合評価（特に優秀な計画書提出事業者の選定） 
三次評価が「ＡＡ」より高い評価となった計画書提出事業者を対象として、専門委員会

から次に掲げる観点についての意見を聴き、特に優秀と認められる計画書提出事業者の総

合評価を「ＡＡＡ」とする。 
その他の計画書提出事業者の総合評価は三次評価と同等とする。 

ア 総量削減率の大きさ 
イ 目標対策の達成度及び推計実績削減率（目標対策分）の大きさ 
ウ 削減対策の効果の把握体制、削減対策の推進体制 
エ 自動車等に係る削減対策及び事業所内で実施するその他の削減対策の取組状況 
オ その他地球温暖化の対策の推進に関する事項 

 
４ 評価の公表及び表彰 
（１）評価の公表の基準 

知事は、計画書、中間報告書又は結果報告書について、一次評価が「Ａ」となった計画

書提出事業者については優良と認め、計画書については最終評価を、中間報告書又は結果
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報告書については総合評価を公表する。 
（２）表彰の基準 

知事は、中間報告書又は結果報告書について、総合評価が「ＡＡＡ」となった計画書提

出事業者を表彰する。 
 
 
第１４ 削減対策の実施が不十分な場合の指導・助言、勧告、氏名公表等 

知事は、中間報告書又は結果報告書の提出時に、実施されていない運用対策があり、かつ、

一次評価が「Ｃ」である場合その他この指針に照らして削減対策の実施が著しく不十分な場

合、計画書提出事業者に対し、条例第８条の３に基づき、指導・助言をすることができる。 
計画書提出事業者が正当な理由なく指導・助言に従わない場合、知事は、専門委員会の意

見を聴取したうえで、計画書提出事業者に対し、条例第９条に基づき、削減対策を実施する

よう勧告することができる。 

計画書提出事業者が正当な理由なく勧告に従わない場合、知事は、計画書提出事業者の意

見陳述及び証拠提出の機会を設けたうえで、条例第１５６条に基づき、氏名の公表を行うこ

とができる。 

なお、知事は、必要に応じて、条例第１５３条に基づき、立入調査を行うことができる。 
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06

93
tC

O
2/G

J
Ｂ

重
油

11
00

15
kｌ

0.
07

05
tC

O
2/G

J
Ｃ

重
油

11
00

16
kｌ

0.
07

16
tC

O
2/G

J
潤

滑
油

11
00

17
kｌ

0.
07

05
tC

O
2/G

J
石

油
コ

ー
ク

ス
11

00
18

t
0.

09
30

tC
O

2/G
J

液
化

石
油

ガ
ス

(L
PG

)
11

00
19

t
0.

05
98

tC
O

2/G
J

液
化

天
然

ガ
ス

(L
N

G
)

11
00

20
t

0.
04

94
tC

O
2/G

J
天

然
ガ

ス
11

00
21

千
m
3

0.
04

94
tC

O
2/G

J
コ

ー
ク

ス
炉

ガ
ス

11
00

22
千
m
3

0.
04

03
tC

O
2/G

J
高

炉
ガ

ス
11

00
23

千
m
3

0.
25

8
tC

O
2/G

J
転

炉
ガ

ス
11

00
24

千
m
3

0.
18

2
tC

O
2/G

J
製

油
所

ガ
ス

11
00

25
千
m
3

0.
05

19
tC

O
2/G

J
都

市
ガ

ス
11

00
26

千
m
3

0.
05

13
tC

O
2/G

J
そ

の
他

石
油

製
品

11
00

27
t

0.
07

62
tC

O
2/G

J
1.

2
12

00
01

G
J

0.
06

7
tC

O
2/G

J

2.
1

燃
料

の
燃

焼
2.

1.
1

ボ
イ

ラ
ー

に
お

け
る

燃
料

の
使

用
流

動
床

ボ
イ

ラ
ー

以
外

一
般

炭
、

コ
ー

ク
ス

、
そ

の
他

固
体

燃
料

21
01

01
k
g

0.
00

05
6

kg
N

2O
/G

J

Ｂ
重

油
､
Ｃ

重
油

､
原

油
21

01
02

ｌ
0.

00
00

14
kg

N
2O

/G
J

木
材

、
木

炭
21

01
03

k
g

0.
07

1
0.

00
05

6
kg

G
H

G
/G

J
パ

ル
プ

廃
液

21
01

04
k
g

0.
00

39
kg

C
H

4/G
J

常
圧

流
動

床
ボ

イ
ラ

ー
固

体
燃

料
21

01
05

k
g

0.
05

3
kg

N
2O

/G
J

加
圧

流
動

床
ボ

イ
ラ

ー
一

般
炭

21
01

06
k
g

0.
00

50
kg

N
2O

/G
J

2.
1.

2
電

気
炉

に
お

け
る

電
気

の
使

用
21

02
01

kW
h

0.
00

00
20

kg
C

H
4/k

W
h

2.
1.

3
各

種
定

置
型

機
関

に
お

け
る

燃
料

の
使

用
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
21

03
01

k
g
,
l
,
m
3

0.
00

00
28

kg
N

2O
/G

J
デ

ィ
ー

ゼ
ル

機
関

21
03

02
k
g
,
l
,
m
3

0.
00

16
kg

N
2O

/G
J

ガ
ス

機
関

又
は

ガ
ソ

リ
ン

機
関

21
03

03
k
g
,
l
,
m
3

0.
05

4
0.

00
06

0
kg

G
H

G
/G

J

2.
1.

4
そ

の
他

の
炉

に
お

け
る

燃
料

の
使

用
ガ

ス
発

生
炉

固
体
燃
料

21
04

01
k
g

0.
00

06
2

kg
N

2O
/G

J
焼

結
炉

21
04

02
k
g
,
l
,
m
3

0.
02

9
※

kg
G

H
G

/G
J

ペ
レ

ッ
ト

焼
成

炉
（

金
属

用
、

非
鉄

金
属

用
）

21
04

03
k
g
,
l
,
m
3

0.
00

00
54

※
kg

G
H

G
/G

J

排
出

係
数

の
 
単

 
位

熱
供

給
事

業
者

か
ら

供
給

さ
れ

た
熱

の
使

用

排
　

出
　

係
　

数
排

出
活

動
の

区
分

番
号

排
出
活
動

の
 
単
 
位

排
　

出
　

活
　

動
　

の
　

区
　

分

燃
料

の
使

用
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金
属

の
鍛

造
､
圧

延
又

は
金

属
､
金

属
製

品
の

熱
処

理
用

加
熱

炉
、

窯
業

製
品

焼
成

炉
21

04
04

k
g
,
l
,
m
3

※
kg

N
2O

/G
J

触
媒

再
生

塔
21

04
05

k
g
,
l
,
m
3

0.
00

72
kg

N
2O

/G
J

骨
材

乾
燥

炉
、

セ
メ

ン
ト

乾
燥

炉
21

04
06

k
g
,
l
,
m
3

0.
02

4
※

kg
G

H
G

/G
J

そ
の

他
の

乾
燥

炉
21

04
07

k
g
,
l
,
m
3

0.
00

28
※

kg
G

H
G

/G
J

そ
の

他
の

炉
固

体
燃

料
21

04
08

k
g

0.
01

2
0.

00
06

2
kg

G
H

G
/G

J
液

体
燃

料
21

04
09

ｌ
0.

00
09

3
kg

N
2O

/G
J

気
体

燃
料

21
04

10
m

3
0.

00
04

6
0.

00
00

40
kg

G
H

G
/G

J
2.

1.
5

家
庭

用
機

器
に

お
け

る
燃

料
の

使
用

一
般

炭
、

練
豆

炭
21

05
01

k
g

0.
29

0.
00

13
kg

G
H

G
/G

J
灯

油
21

05
02

ｌ
0.

00
95

0.
00

05
7

kg
G

H
G

/G
J

都
市

ガ
ス

、
液

化
石

油
ガ

ス
(L

PG
)

21
05

03
m
3
,
k
g

0.
00

45
0.

00
00

90
kg

G
H

G
/G

J

2.
1.

6
航

空
機

の
飛

行
LT

O
サ

イ
ク

ル
21

06
01

LT
O

0.
3

0.
1

kg
G

H
G

/L
TO

巡
航

時
21

06
02

kl
0

0.
07

8
kg

G
H

G
/k

l

2.
1.

7
自

動
車

の
走

行
乗

用
車

ガ
ソ

リ
ン

、
液

化
石

油
ガ

ス
(L

PG
)

21
07

01
k
m

0.
00

00
11

0.
00

00
30

kg
G

H
G

/k
m

バ
ス

ガ
ソ

リ
ン

21
07

02
k
m

0.
00

00
35

0.
00

00
44

kg
G

H
G

/k
m

軽
自

動
車

ガ
ソ

リ
ン

21
07

03
k
m

0.
00

00
11

0.
00

00
22

kg
G

H
G

/k
m

普
通

貨
物

車
ガ

ソ
リ

ン
21

07
04

k
m

0.
00

00
35

0.
00

00
39

kg
G

H
G

/k
m

小
型

貨
物

車
ガ

ソ
リ

ン
21

07
05

k
m

0.
00

00
35

0.
00

00
27

kg
G

H
G

/k
m

軽
貨

物
車

ガ
ソ

リ
ン

21
07

06
k
m

0.
00

00
11

0.
00

00
23

kg
G

H
G

/k
m

特
種

用
途

車
ガ

ソ
リ

ン
21

07
07

k
m

0.
00

00
35

0.
00

00
38

kg
G

H
G

/k
m

乗
用

車
軽

油
21

07
08

k
m

0.
00

00
02

0
0.

00
00

07
kg

G
H

G
/k

m
バ

ス
軽

油
21

07
09

k
m

0.
00

00
17

0.
00

00
25

kg
G

H
G

/k
m

普
通

貨
物

車
軽

油
21

07
10

k
m

0.
00

00
15

0.
00

00
25

kg
G

H
G

/k
m

小
型

貨
物

車
軽

油
21

07
11

k
m

0.
00

00
08

1
0.

00
00

25
kg

G
H

G
/k

m
特

種
用

途
車

軽
油

21
07

12
k
m

0.
00

00
13

0.
00

00
25

kg
G

H
G

/k
m

2.
1.

8
鉄

道
車

両
の

運
行

軽
油

21
08

01
k
l

0.
15

1.
1

kg
G

H
G

/k
l

2.
1.

9
船

舶
の

運
行

軽
油

21
09

01
k
l

0.
26

0.
07

3
kg

G
H

G
/k

l
Ａ

重
油

21
09

02
k
l

0.
26

0.
07

4
kg

G
H

G
/k

l
Ｂ

重
油

21
09

03
k
l

0.
27

0.
07

6
kg

G
H

G
/k

l
Ｃ

重
油

21
09

04
k
l

0.
27

0.
07

8
kg

G
H

G
/k

l
2.

2
燃

料
か

ら
の

漏
出

2.
2.

1
石

炭
の

掘
採

石
炭

坑
22

01
01

t
17

.6
kg

C
H

4/t
露

天
掘

22
01

02
t

0.
84

kg
C

H
4/t

2.
2.

2
原

油
及

び
天

然
ガ

ス
の

試
掘

試
掘

井
22

02
01

井
数

0.
02

8
0.

43
0

kg
G

H
G

/井
数

成
功

井
22

02
02

井
数

5,
70

0
27

0
0.

06
8

kg
G

H
G

/井
数

2.
2.

3
原

油
の

生
産

生
産

時
22

03
01

kl
0.

28
2

2.
83

kg
G

H
G

/k
l

点
検

時
22

03
02

井
数

/
年

0.
48

64
kg

G
H

G
/井

数
/年

2.
2.

4
原

油
の

輸
送

22
04

01
kl

0.
00

23
0.

02
5

kg
G

H
G

/k
l

2.
2.

5
原

油
の

精
製

22
05

01
PJ

90
.7

kg
C

H
4/P

J
2.

2.
6

天
然

ガ
ス

の
生

産
／

処
理

生
産

時
22

06
01

m
3

0.
00

00
95

0.
00

27
5

kg
G

H
G

/m
3

点
検

時
22

06
02

井
数

/
年

0.
48

64
kg

G
H

G
/井

数
/年

処
理

時
22

06
03

m
3

0.
00

00
27

0.
00

08
8

kg
G

H
G

/m
3

2.
2.

7
都

市
ガ

ス
の

生
産

22
07

01
PJ

90
5

kg
C

H
4/P

J
2.

2.
8

天
然

ガ
ス

の
輸

送
22

08
01

km
/年

24
.5

3,
50

0
kg

G
H

G
/k

m
/年

2.
3

工
業

プ
ロ

セ
ス

2.
3.

1
セ

メ
ン

ト
の

製
造

23
01

01
t

41
7

kg
C

O
2/t
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2.
3.

2
生

灰
石

の
製

造
石

灰
石

23
02

01
t

42
8

kg
C

O
2/t

ド
ロ

マ
イ

ト
23

02
02

t
44

9
kg

C
O

2/t
2.

3.
3

石
灰

石
及

び
ド

ロ
マ

イ
ト

の
使

用
石

灰
石

23
03

01
t

43
5

kg
C

O
2/t

ド
ロ

マ
イ

ト
23

03
02

t
47

1
kg

C
O

2/t
2.

3.
4

ア
ン

モ
ニ

ア
の

製
造

石
炭

23
04

01
kg

2.
4

kg
C

O
2/t

ナ
フ

サ
23

04
02

l
2.

22
kg

C
O

2/l
石

油
コ

ー
ク

ス
23

04
03

kg
3.

3
kg

C
O

2/k
g

液
化

石
油

ガ
ス

(L
PG

)
23

04
04

kg
2.

94
kg

C
O

2/k
g

液
化

天
然

ガ
ス

(L
N

G
)

23
04

05
kg

2.
77

kg
C

O
2/k

g
天

然
ガ

ス
(L

N
G
を

除
く

。
)

23
04

06
m

3
2.

1
kg

C
O

2/m
3

コ
ー

ク
ス

炉
ガ

ス
23

04
07

m
3

0.
85

0
kg

C
O

2/m
3

石
油

系
炭

化
水

素
ガ

ス
23

04
08

m
3

2.
41

kg
C

O
2/m

3

2.
3.

5
ア

ジ
ピ

ン
酸

23
05

01
t

10
1

kg
N

2O
/t

硝
酸

23
05

02
t

3.
92

kg
N

2O
/t

エ
チ

レ
ン

23
05

03
t

28
0.

01
5

kg
G

H
G

/t
カ

ー
ボ

ン
ブ

ラ
ッ

ク
23

05
04

t
0.

35
kg

C
H

4/t
コ

ー
ク

ス
23

05
05

t
0.

19
0

kg
C

H
4/t

1.
2-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

タ
ン

23
05

06
t

0.
00

5
kg

C
H

4/t
ス

チ
レ

ン
23

05
07

t
0.

03
1

kg
C

H
4/t

2.
3.

6
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
の

製
造

PF
C

-1
4（

C
F 4

）
23

06
01

t
0.

37
kg

PF
C

/t
PF

C
-1

16
（

C
2F

6）
23

06
02

t
0.

03
7

kg
PF

C
/t

2.
3.

7
麻

酔
剤

の
使

用
23

07
01

kg
(1

)
2.

4
農

業
2.

4.
1

家
畜

の
飼

養
（

反
す

う
等

）
牛

24
01

01
頭

68
kg

C
H

4/頭
馬

24
01

02
頭

18
kg

C
H

4/頭
め

ん
羊

24
01

03
頭

4.
1

kg
C

H
4/頭

山
羊

24
01

04
頭

4.
1

kg
C

H
4/頭

豚
24

01
05

頭
1.

1
kg

C
H

4/頭
2.

4.
2

家
畜

の
飼

養
（

ふ
ん

尿
処

理
）

牛
24

02
01

頭
5.

3
4.

84
kg

G
H

G
/頭

馬
24

02
02

頭
2.

08
kg

C
H

4/頭
め

ん
羊

24
02

03
頭

0.
28

kg
C

H
4/頭

山
羊

24
02

04
頭

0.
18

kg
C

H
4/頭

豚
24

02
05

頭
0.

92
1.

01
kg

G
H

G
/頭

鶏
24

02
06

羽
0.

03
7

0.
04

kg
G

H
G

/羽
2.

4.
3

水
田

に
お

け
る

稲
の

栽
培

24
03

01
m

2
0.

01
6

kg
C

H
4/m

2

2.
4.

4
耕

地
へ

の
化

学
肥

料
の

使
用

畑
24

04
01

t
29

.0
kg

N
2O

/t
水

田
24

04
02

t
24

.0
kg

N
2O

/t
2.

4.
5

農
作

物
の

栽
培

へ
の

有
機

肥
料

の
使

用
野

菜
24

05
01

t
12

.1
kg

N
2O

/t
水

稲
24

05
02

t
10

.6
kg

N
2O

/t
果

樹
24

05
03

t
10

.8
kg

N
2O

/t
茶

樹
24

05
04

t
74

.5
kg

N
2O

/t
ば

れ
い

し
ょ

24
05

05
t

31
.6

kg
N

2O
/t

飼
料

作
物

24
05

06
t

9.
43

kg
N

2O
/t

2.
4.

6
放

牧
地

に
お

け
る

牛
の

ふ
ん

尿
の

直
接

排
出

24
06

01
頭

/年
1.

34
0.

18
kg

G
H

G
/頭

/年
2.

4.
7

農
業

活
動

に
伴

う
農

業
廃

棄
物

の
焼

却
殻

24
07

01
k
g

0.
00

58
0.

00
00

60
kg

G
H

G
/k

g
わ

ら
24

07
02

k
g

0.
00

43
0.

00
06

2
kg

G
H

G
/k

g
と

う
も

ろ
こ

し
24

07
03

k
g

0.
00

28
0.

00
00

80
kg

G
H

G
/k

g
え

ん
ど

う
豆

24
07

04
k
g

0.
00

27
0.

00
01

4
kg

G
H

G
/k

g

各
種

化
学

製
品

（
ア

ジ
ピ

ン
酸

、
エ

チ
レ

ン
、

カ
ー

ボ
ン

ブ
ラ

ッ
ク

等
）

の
製

造
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大
豆

24
07

05
k
g

0.
00

27
0.

00
02

3
kg

G
H

G
/k

g
そ

の
他

豆
類

24
07

06
k
g

0.
00

27
0.

00
02

3
kg

G
H

G
/k

g
ば

れ
い

し
ょ

24
07

07
k
g

0.
00

25
0.

00
01

1
kg

G
H

G
/k

g
そ

の
他

根
菜

類
（

て
ん

さ
い

）
24

07
08

k
g

0.
00

24
0.

00
02

3
kg

G
H

G
/k

g

さ
と

う
き

び
24

07
09

k
g

0.
00

25
0.

00
00

40
kg

G
H

G
/k

g
2.

5
廃

棄
物

2.
5.

1
廃

棄
物

の
埋

立
処

分
食

物
く

ず
25

01
01

t
14

2
kg

C
H

4/t
紙

く
ず

又
は

繊
維

く
ず

25
01

02
t

14
0

kg
C

H
4/t

木
く

ず
25

01
03

t
14

0
kg

C
H

4/t
2.

5.
2

産
業

排
水

の
処

理
25

02
01

kg
B

O
D

0.
00

49
kg

C
H

4/k
gB

O
D

2.
5.

3
終

末
処

理
場

25
03

01
m

3
0.

00
08

8
0.

00
01

6
kg

G
H

G
/m

3

し
尿

処
理

施
設

25
03

02
m

3
0.

05
6

0.
09

7
kg

G
H

G
/m

3

2.
5.

4
生

活
排

水
の

処
理

（
主

に
浄

化
槽

）
浄

化
槽

25
04

01
人

0.
46

0.
02

2
kg

G
H

G
/人

く
み

取
り

便
槽

25
04

02
人

0.
19

6
0.

02
00

kg
G

H
G

/人
2.

5.
5

一
般

廃
棄

物
の

焼
却

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
25

05
01

t
2,

68
0

kg
C

O
2/t

連
続

燃
焼

式
焼

却
施

設
25

05
02

t
0.

00
00

79
0.

04
93

kg
G

H
G

/t
准

連
続

燃
焼

式
焼

却
施

設
25

05
03

t
0.

05
8

0.
04

89
kg

G
H

G
/t

バ
ッ

チ
燃

焼
式

焼
却

施
設

25
05

04
t

0.
06

3
0.

05
92

kg
G

H
G

/t
2.

5.
6

産
業

廃
棄

物
の

焼
却

紙
く

ず
又

は
木

く
ず

25
06

01
t

0.
01

0
kg

N
2O

/t
廃

油
25

06
02

t
2,

90
0

0.
00

05
6

0.
00

98
kg

G
H

G
/t

廃
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
類

25
06

03
t

2,
60

0
0.

17
kg

G
H

G
/t

汚
泥

25
06

04
t

0.
00

97
0.

45
kg

G
H

G
/t

下
水

汚
泥

25
06

05
t

0.
00

97
0.

90
3

kg
G

H
G

/t

2.
6

H
FC

等
3ガ

ス
の

生
産

と
消

費
2.

6.
1

H
C

FC
-2

2の
製

造
に

伴
う

H
FC

-2
3の

副
生

成
26

01
01

kg
H

C
FC

-
22

0.
01

1
kg

H
FC

-2
3/

kg
H

C
FC

-2
2

2.
6.

2
H

FC
の

製
造

26
02

01
kg

0.
00

50
kg

H
FC

/k
g

2.
6.

3
PF

C
の

製
造

26
03

01
kg

0.
07

9
kg

PF
C

/k
g

2.
6.

4
SF

6の
製

造
26

04
01

kg
0.

02
3

kg
SF

6/k
g

2.
6.

5
家

庭
用

冷
蔵

(凍
)庫

26
05

01
kg

0.
01

0
kg

H
FC

/k
g

家
庭

用
エ

ア
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
26

05
02

kg
0.

04
1

kg
H

FC
/k

g
業

務
用

冷
凍

空
調

機
器

26
05

03
kg

0.
01

kg
H

FC
/k

g

2.
6.

6
SF

6が
封

入
さ

れ
た

変
圧

器
等

電
気

機
械

器
具

の

製
造

又
は

使
用

開
始

26
06

01
kg

0.
15

kg
SF

6/k
g

2.
6.

7
H

FC
が

封
入

さ
れ

た
製

品
の

使
用

家
庭

用
冷

蔵
(凍

)庫
26

07
01

kg
/年

0.
00

3
kg

H
FC

/k
g/
年

家
庭

用
エ

ア
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
26

07
02

kg
/年

0.
01

0
kg

H
FC

/k
g/
年

業
務

用
冷

凍
空

調
機

器
26

07
03

kg
/年

0.
01

kg
H

FC
/k

g/
年

2.
6.

8
SF

6が
封

入
さ

れ
た

電
気

機
械

器
具

の
使

用
26

08
01

kg
/年

0.
00

1
kg

SF
6/k

g/
年

2.
6.

9
SF

6が
封

入
さ

れ
た

電
気

機
械

器
具

の
点

検
26

09
01

kg
(1

)
2.

6.
10

H
FC

が
封

入
さ

れ
た

製
品

の
廃

棄
家

庭
用

冷
蔵

(凍
)庫

26
10

01
kg

(1
)

家
庭

用
エ

ア
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
26

10
02

kg
(1

)
業

務
用

冷
凍

空
調

機
器

26
10

03
kg

(1
)

2.
6.

11
SF

6が
封

入
さ

れ
た

電
気

機
械

器
具

の
廃

棄
26

11
01

kg
(1

)

2.
6.

12
H

FC
が

封
入

さ
れ

た
自

動
車

用
エ

ア
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
の

製
造

26
12

01
台

0.
00

35
kg

H
FC

/台

2.
6.

13
H

FC
が

封
入

さ
れ

た
自

動
車

用
エ

ア
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
の

使
用

26
13

01
台

/年
0.

01
5

kg
H

FC
/台

/年

2.
6.

14
H

FC
が

封
入

さ
れ

た
自

動
車

用
エ

ア
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
の

廃
棄

26
14

01
kg

(1
)

2.
6.

15
押

出
法

ポ
リ

ス
チ

レ
ン

フ
ォ

ー
ム

26
15

01
kg

－
kg

H
FC

/k
g

H
FC

が
発

泡
剤

と
し

て
含

有
す

る
発

泡
プ

ラ
ス

H
FC

が
封

入
さ

れ
た

製
品

（
家

庭
用

電
気

冷
蔵

(凍
)庫

等
）

の
製

造
又

は
使

用
開

始

生
活

排
水

の
処

理
（

終
末

処
理

場
及

び
し

尿
処

理
施

設
）
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ウ
レ

タ
ン

フ
ォ

ー
ム

26
15

02
kg

0.
11

kg
H

FC
/k

g
ポ

リ
エ

チ
レ

ン
フ

ォ
ー

ム
26

15
03

kg
1.

0
kg

H
FC

/k
g

フ
ェ

ノ
ー

ル
フ

ォ
ー

ム
26

15
04

kg
－

kg
H

FC
/k

g
噴

霧
器

（
エ

ア
ゾ

ー
ル

）
26

16
01

kg
(1

)
消

火
器

26
16

02
kg

(1
)

2.
6.

17
溶

剤
26

17
01

kg
(1

)
(1

)
洗

浄
剤

26
17

02
kg

(1
)

(1
)

2.
6.

18
H

FC
-2

3（
C

H
F 3

）
26

18
01

kg
0.

30
kg

H
FC

/k
g

PF
C

-1
4（

C
F 4

）
26

18
02

kg
0.

80
kg

PF
C

/k
g

PF
C

-1
16

（
C

2F
6）

26
18

03
kg

0.
70

kg
PF

C
/k

g
PF

C
-2

18
（

C
3F

8)
26

18
04

kg
0.

40
kg

PF
C

/k
g

PF
C

-c
31

8（
c-

C
4F

8）
26

18
05

kg
0.

30
kg

PF
C

/k
g

SF
6

26
18

06
kg

0.
50

kg
SF

6/k
g

PF
C

-1
16

使
用

時
，

PF
C

-1
4の

副
生

26
18

07
kg

PF
C

-
11

6
0.

10
kg

PF
C

-1
4/

kg
PF

C
-1

16

PF
C

-2
18

使
用

時
，

PF
C

-1
4の

副
生

26
18

08
kg

PF
C

-
21

8
0.

20
kg

PF
C

-1
4/

kg
PF

C
-2

18
備

考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

准
連
続
燃
焼
式
焼
却
施
設
と
は
、
炉
内
へ
の
ご
み
の
挿
入
、
炉
内
の
ご
み
の
移
送
・
か
く
は
ん
及
び
炉
内
か
ら
の
灰
の
搬
出
を
連
続
的
に
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
械
設
備
を
備
え
る
焼
却
炉
で
あ
っ
て
、
間
欠
稼
働
す
る
も
の
を
い
う
。

1
9

バ
ッ
チ
燃
焼
式
焼
却
施
設
と
は
、
炉
内
へ
の
ご
み
の
挿
入
を
連
続
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
械
設
備
を
備
え
て
お
ら
ず
、
間
欠
的
に
ご
み
の
焼
却
を
行
う
焼
却

施
設

を
い
う
。

2
0

「
－

」
に
つ

い
て
は
、
現

在
も
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
も
当
該
活
動
量
が
ゼ
ロ
で
あ
る
た
め
排
出
係
数
を
設
定
し
て
い
な
い
。

軽
自
動
車
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
3
条
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
（
二
輪
の
軽
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

普
通
貨
物
車
と
は
、
普
通
自
動
車
の
う
ち
、
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

小
型
貨
物
車
と
は
、
小
型
自
動
車
の
う
ち
、
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

軽
貨
物
車
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
3
条
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
（
二
輪
の
軽
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

「
(1
)」
に
つ

い
て
は
、
使

用
量

と
排

出
量

が
同

じ
で
あ
る
た
め
排

出
係

数
は
設

定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
排

出
係

数
=
1
と
同

義
で
あ
る
。

浄
化

槽
と
は
、
浄

化
槽

法
（
昭

和
5
8
年

法
律

第
4
1
3
号

）
第

2
条

第
1
号

に
規

定
す

る
浄

化
槽

を
い
う
。

連
続

燃
焼

式
焼

却
施

設
と
は
、
炉
内
へ
の
ご
み
の
挿
入
、
炉
内
の
ご
み
の
移
送
・
か
く
は
ん
及
び
炉
内
か
ら
の
灰
の
搬
出
を
連
続
的
に
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
機

械
設
備
を
備
え
る
焼
却
炉
で
あ
っ
て
、
2
4
時
間
稼
働
す
る
も
の
を
い
う
。

終
末

処
理

場
と
は
、
下

水
道

法
(昭

和
3
3
年

法
律

第
7
9
号

)第
2
条

第
6
号

に
規

定
す

る
終

末
処

理
場

を
い
う
。

し
尿

処
理

施
設

と
は
、
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に
関

す
る
法

律
(昭

和
4
5
年

法
律

第
1
3
7
号

。
以

下
｢廃

棄
物

処
理

法
｣と

い
う
。
)第

8
条

第
1
項

に
規

定
す
る
し
尿
処
理
施
設
を
い
う
。

バ
ス
と
は
、
普
通
自
動
車
又
は
小
型
自
動
車
の
う
ち
、
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
で
乗
車
定
員
1
1
人
以
上
の
も
の
を
い
う
。

一
般

廃
棄

物
と
は
、
廃

棄
物

処
理
法
第
2
条
第
2
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
を
い
う
。

産
業

廃
棄

物
と
は
、
廃

棄
物

処
理
法
第
2
条
第
4
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。

温
室

効
果

ガ
ス
の
種

類
が
２
種
以
上
あ
る
場
合
、
排
出
係
数
の
単
位
欄
に
「
G
H
G
」
と
表
記
し
て
い
る
。
排
出
係
数
の
単
位
は
、
「
G
H
G
」
部
分
に
該
当
ガ
ス
名

を
代
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
※

」
に
つ

い
て
は
、
「
2
.1
.4
　
そ
の
他
の
炉
に
お
け
る
燃
料
の
使
用
」
の
欄
中
「
そ
の
他
の
炉
」
の
欄
の
排
出
係
数
を
利
用
す
る
。

自
動

車
と
は
、
道

路
運

送
車

両
法

(昭
和

2
6
年

法
律

第
1
8
5
号

)第
2
条

第
2
項

に
規

定
す

る
自

動
車

を
い
う
。

乗
用

車
と
は
、
普

通
自

動
車

(道
路
運
送
車
両
法
第
3
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動

車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)又

は
小
型
自
動
車
(同

条
に
規
定
す
る
小
型
自
動
車
(二

輪
の
小
型
自
動
車
を
除
く
。
)を

い
う
。
以
下
同
じ
。
)の

う
ち
、
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の
で
乗
車
定
員
1
0
人
以
下
の
も
の
を
い
う
。

特
種
用
途
車
と
は
、
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
又
は
軽
自
動
車
の
う
ち
、
散
水
自
動
車
、
広
告
宣
伝
用
自
動
車
、
霊
き
ゅ
う
自
動
車
そ
の
他
特
種
の
用
途
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

H
FC

を
含

有
す

る
噴

霧
器

、
消

火
器

の
使

用
又

は
廃

棄
2.

6.
16

H
FC

又
は

PF
C
を

含
有

す
る

溶
剤

、
洗

浄
剤

の
使

用

H
FC

、
PF

C
又

は
SF

6を
用

い
た

半
導

体
素

子

等
の

加
工

工
程

に
お

け
る

ド
ラ

イ
エ

ッ
チ

ン
グ

又
は

製
造

装
置

の
洗

浄

チ
ッ

ク
の

製
造
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別
表
第
２

C
O

2
C

H
4

N
2O

H
FC

PF
C

SF
6

3
.1

電
気

事
業

者
か
ら
供

給
さ
れ
た
電

気
の
使

用
3
.1
.1

全
日

3
1
0
0
0
1

千
kW

h
0
.3
8
6

tC
O

2
/
千

kW
h

3
.1
.2

昼
間

　
※

3
1
0
0
0
2

千
kW

h
0
.4
0
3

tC
O

2
/
千

kW
h

3
.1
.3

夜
間

　
※

3
1
0
0
0
3

千
kW

h
0
.3
5
4

tC
O

2
/
千

kW
h

3
.2

他
人

か
ら
供

給
さ
れ
た
水

の
使

用
3
2
0
0
0
1

千
m

3
0
.1
9
0

tC
O

2
/
千

m
3

3
.3

公
共

下
水

道
へ

の
排

水
3
3
0
0
0
1

千
m

3
0
.5
1
1

tC
O

2
/
千

m
3

備
考

　
２

　
「

※
」

に
つ

い
て

は
、

昼
間

、
夜

間
の

区
別

が
不

明
な

場
合

は
、

「
全

日
」

の
欄

に
掲

げ
る

値
を

使
用

す
る

こ
と

。

　
１

　
電

気
事

業
者

か
ら
供

給
さ
れ
た
電
気
の
使
用
に
係
る
排
出
係
数
は
、
電
気
事
業
者
ご
と
に
異

な
る
が
、
削

減
対

策
の
効

果
を
適

切
に
算

定
す

る
た
め
、
電

気
事

業
者

に
か
か
わ
ら
ず

一
律

の
値

を
使

用
す

る
こ
と
。

排
出

活
動

の
区

分
排

出
係

数
の

 
単

 
位

排
出

活
動

の
区

分
番

号
排

出
活

動
の

 
単

 
位

排
　

出
　

係
　

数

HB-33



別
表

第
３

N
o
.

燃
料
の
種
類

単
位

単
位
発
熱
量

単
位
発
熱
量

の
　
単
　
位

1
原
料

炭
k
g

0
.
0
2
8
9

G
J
/
k
g

2
一
般

炭
（

国
内

炭
）

k
g

0
.
0
2
2
5

G
J
/
k
g

3
一
般

炭
（

輸
入

炭
）

k
g

0
.
0
2
6
6

G
J
/
k
g

4
無
煙

炭
等

k
g

0
.
0
2
7
2

G
J
/
k
g

5
コ
ー

ク
ス

k
g

0
.
0
3
0
1

G
J
/
k
g

6
練
炭

、
豆

炭
k
g

0
.
0
2
3
9

G
J
/
k
g

7
木
材

k
g

0
.
0
1
4
4

G
J
/
k
g

8
木
炭

k
g

0
.
0
1
5
3

G
J
/
k
g

9
そ
の

他
固

体
燃

料
k
g

0
.
0
3
3
1

G
J
/
k
g

1
0

原
油

l
0
.
0
3
8
2

G
J
/
l

1
1

天
然

ガ
ス

液
(
N
G
L
)

l
0
.
0
3
5
3

G
J
/
l

1
2

ガ
ソ

リ
ン

l
0
.
0
3
4
6

G
J
/
l

1
3

ナ
フ

サ
l

0
.
0
3
4
1

G
J
/
l

1
4

ジ
ェ

ッ
ト

燃
料

油
l

0
.
0
3
6
7

G
J
/
l

1
5

灯
油

l
0
.
0
3
6
7

G
J
/
l

1
6

軽
油

l
0
.
0
3
8
2

G
J
/
l

1
7

Ａ
重

油
l

0
.
0
3
9
1

G
J
/
l

1
8

Ｂ
重

油
l

0
.
0
4
0
4

G
J
/
l

1
9

Ｃ
重

油
l

0
.
0
4
1
7

G
J
/
l

2
0

潤
滑

油
l

0
.
0
4
0
2

G
J
/
l

2
1

そ
の

他
液

体
燃

料
l

0
.
0
3
7
9

G
J
/
l

2
2

そ
の

他
液

体
燃

料
（

重
質
）
※
1

l
0
.
0
3
7
7

G
J
/
l

2
3

そ
の

他
液

体
燃

料
（

軽
質
）
※
1

l
0
.
0
3
5
8

G
J
/
l

2
4

石
油

コ
ー

ク
ス

k
g

0
.
0
3
5
6

G
J
/
k
g

2
5

液
化

石
油

ガ
ス

(
L
P
G
)

k
g

0
.
0
5
0
2

G
J
/
k
g

2
6

液
化

天
然

ガ
ス

(
L
N
G
)

k
g

0
.
0
5
4
5

G
J
/
k
g

2
7

天
然

ガ
ス

m
3

0
.
0
4
0
9

G
J
/
m
3

2
8

コ
ー

ク
ス

炉
ガ

ス
m

3
0
.
0
2
1
1

G
J
/
m
3

2
9

高
炉

ガ
ス

m
3

0
.
0
0
3
4
1

G
J
/
m
3

3
0

転
炉

ガ
ス

m
3

0
.
0
0
8
4
1

G
J
/
m
3

3
1

製
油

所
ガ

ス
m

3
0
.
0
4
4
9

G
J
/
m
3

3
2

都
市

ガ
ス

m
3

0
.
0
4
1
1

G
J
/
m
3

3
3

そ
の

他
気

体
燃

料
m

3
0
.
0
2
8
5

G
J
/
m
3

3
4

そ
の

他
気

体
燃

料
（

石
油
）
※
2

m
3

0
.
0
4
0
3

G
J
/
m
3

3
5

そ
の

他
気

体
燃

料
（

鉄
鋼
）
※
2

m
3

0
.
0
1
9
1

G
J
/
m
3

3
6

そ
の

他
気

体
燃

料
（

鉱
業
）
※
2

m
3

0
.
0
3
8
2

G
J
/
m
3

3
7

そ
の

他
気

体
燃

料
（

そ
の
他
）
※
2

m
3

0
.
0
2
3
4

G
J
/
m
3

3
8

そ
の

他
石

油
製

品
k
g

0
.
0
4
2
3

G
J
/
k
g

3
9

パ
ル

プ
廃

液
k
g

0
.
0
1
3
9

G
J
/
k
g

備
考

　
1

　
2

「
※

1
」

に
つ

い
て

は
、

重
質
、
軽
質
の
区
別
が
不
明
な
場
合
は
、
「
そ
の
他
液
体
燃
料
」
の
欄
に
掲
げ
る
値
を
使
用
す
る
こ
と
。

　
3

「
※

2
」

に
つ

い
て

は
、

石
油
、
鉄
鋼
、
鉱
業
、
そ
の
他
の
区
別
が
不
明
な
場
合
は
、
「
そ
の
他
気
体
燃
料
」
の
欄
に
掲
げ
る
値
を
使
用
す
る
こ
と
。

別
表

１
に

掲
げ

る
単

位
が

t
、
k
l
又
は
千
㎥
の
場
合
は
、
単
位
発
熱
量
を
千
倍
に
す
る
こ
と
（
単
位
発
熱
量
の
単
位
は
そ
れ
ぞ
れ
、
G
J
/
t
、
G
J
/
k
l
、
G
J
/
千
㎥

と
す
る
。
）
。
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別
表
第
４

１
　
業

務
部

門
に
お

け
る
基

本
対

策
（
運

用
対

策
）

削
減

対
策

の
分

類
削

減
対

策
の
内

容
備
考

大
分
類

中
分
類

細
分

類

1
1

一
般
管
理
事
項

0
1

推
進

体
制

の
整

備

　
こ
の
指

針
に
基

づ
き
、
推

進
体

制
を
整

備
す

る
こ
と
。

　
テ
ナ
ン
ト
事

業
者

等
に
対

し
て
、
計

画
書

等
の
作

成
及

び
削

減
対

策
の
実

施
に
際

し
て
協

力
を

求
め
る
こ
と
。

　
定

期
的

に
地

球
温

暖
化

対
策

に
関

す
る
普

及
啓

発
及

び
教

育
活

動
を
行

う
こ
と
。

0
2

主
要
設
備
等
の

保
全
管
理

　
技

術
的

か
つ

経
済

的
に
可

能
な
範

囲
内

で
事

業
所

全
体

の
み

な
ら
ず

設
備

単
位

（
個

別
設

備
ご
と
に
分

離
す

る
こ
と
が
適

当
で
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
設

備
群

単
位

等
と
す

る
。
）
に
よ
る
き
め

細
か
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
。

　
設

備
等

に
お

け
る
性

能
及

び
効

率
の
低

下
を
防

止
す

る
た
め
に
、
保

全
計

画
を
定

め
、
必

要
な

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ
と
。

　
個

別
設

備
の
効

率
及

び
設

備
全

体
の
総

合
的

な
効

率
の
改

善
に
資

す
る
た
め
、
保

守
及

び
点

検
の
記

録
に
つ

い
て
、
保

全
履

歴
と
し
て
整

理
、
保

存
等

を
行

い
、
こ
れ
を
分

析
し
て
、
設

備
等

の
劣

化
状

態
及

び
更

新
時

期
を
把

握
す

る
こ
と
。

　
設

備
等

の
現

状
に
係

る
図

面
、
図

書
等

を
整

備
す

る
こ
と
。

0
3

計
測

・
記

録
の
管

理

　
主

要
設

備
等

の
効

率
、
負

荷
等

の
稼

働
状

況
を
把

握
す

る
た
め
に
必

要
と
な
る
項

目
と
し
て
、
電

力
、
電

圧
、
電

流
、
圧

力
、
風

量
、
流

量
、
熱

量
、
運

転
時

間
等

を
定

期
的

に
計

測
し
、
記

録
す

る
こ
と
。

　
計

測
及

び
記

録
に
当

た
っ
て
は
、
日

報
、
月

報
等

を
作

成
す

る
等

の
適

切
な
管

理
を
行

い
、
こ

れ
を
用

い
て
主

要
設

備
等

の
運

転
状

態
に
関

す
る
解

析
を
行

い
、
主

要
設

備
等

の
効

率
、
性

能
等

を
常

に
把

握
す

る
こ
と
。

　
既

存
の
計

測
機

器
で
は
エ
ネ
ル
ギ
ー

管
理

及
び

主
要

設
備

の
効

率
、
性

能
等

の
把

握
が
不

十
分

な
場

合
に
は
、
計

画
的

に
計

測
機

器
の
整

備
を
推

進
す

る
こ
と
。

　
中

央
監

視
シ
ス
テ
ム
、
制

御
シ
ス
テ
ム
等

に
つ

い
て
は
、
各

種
デ

ー
タ
の
整

理
、
保

存
等

を
行

う
こ
と
。

0
4

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用

量
の
管

理

　
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
発

生
、
搬

送
、
消

費
に
至

る
ま
で
の
流

れ
及

び
建

物
の
稼

動
状

況
を
定

量
的

に
一

定
の
頻

度
で
把

握
し
、
事

業
所

の
エ
ネ
ル
ギ
ー

使
用

状
況

を
管

理
す

る
こ
と
。

　
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
使

用
量

に
つ

い
て
、
建

物
用

途
別

、
消

費
先

別
等

に
、
時

間
、
日

、
週

、
月

、
四

半
期

、
年

単
位

等
の
グ
ラ
フ
等

を
用

い
て
過

去
の
実

績
と
の
比

較
及

び
分

析
を
行

う
こ
と
。

　
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
使

用
量

の
管

理
指

標
と
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

原
単

位
（
延

べ
面

積
（
建

築
基

準
法

施
行

令
（
昭

和
２
５
年

政
令

第
３
３
８
号

）
第

２
条

第
１
項

第
４
号

に
規

定
す

る
当

該
建

築
物

の
各

階
の
床

面
積

の
合

計
を
い
う
。
）
当

た
り
の
年

間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

使
用

量
を
い
う
。
）
を
算

出
す

る
こ
と
。

　
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

原
単

位
（
そ
の
他

の
エ
ネ
ル
ギ
ー

原
単

位
を
算

出
し
て
い
る
場

合
に
は
、
当

該
エ
ネ
ル
ギ
ー

原
単

位
を
含

む
。
）
に
つ

い
て
、
月

、
四

半
期

、
年

単
位

等
の
グ
ラ
フ
等

を
用

い
て

過
去

の
実

績
と
の
比

較
及

び
分

析
を
行

う
こ
と
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
原
単
位

の
単

位
は
、
M
J/
㎡

・
年

と
す

る
。
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1
2

熱
源

設
備

、
熱

搬
送

設
備

0
1

燃
焼

設
備

の
管

理

　
燃

料
の
燃

焼
を
行

う
設

備
（
以

下
「
燃

焼
設

備
」
と
い
う
。
）
の
空

気
比

は
、
工

場
又

は
事

業
場

に
お

け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
使

用
の
合

理
化

に
関

す
る
事

業
者

の
判

断
の
基

準
（
平

成
1
5
年

経
済

産
業

省
告

示
第

４
号

。
以

下
「
判

断
基

準
」
と
い
う
。
）
別

表
第

1
(A
)に

掲
げ
る
値

を
基

準
と
し
て
、
最

良
の
燃

焼
効

率
が
得

ら
れ
る
よ
う
に
、
可

能
な
限

り
小

さ
く
す

る
こ
と
。

　
バ
ー

ナ
効

率
、
燃

料
の
状

態
、
通

風
系

統
等

の
燃

焼
過

程
に
お

け
る
効

率
改

善
を
図

る
た
め
、

定
期

的
に
保

守
及

び
点

検
を
行

う
こ
と
。

　
燃

焼
制

御
装

置
の
待

機
時

消
費

電
力

の
削

減
を
図

る
こ
と
。

0
2

冷
凍

機
の
効

率
管
理

　
効

率
の
よ
い
運

転
を
行

う
た
め
、
運

転
中

の
成

績
係

数
（
C
O
P
）
を
適

宜
算

出
す

る
こ
と
。

　
効

率
の
よ
い
運

転
を
行

う
た
め
、
熱

交
換

器
の
ス
ケ
ー

ル
除

去
を
行

う
こ
と
。

　
冷

凍
機

は
、
冷

水
出

口
温

度
を
高

く
す

る
こ
と
に
よ
り
効

率
が
向

上
す

る
の
で
、
冷

房
負

荷
ピ
ー

ク
時

期
の
冷

水
出

口
温

度
を
基

準
値

と
し
て
、
そ
れ
以

外
の
時

期
は
基

準
値

よ
り
2
～

3
℃

温
度

設
定

を
上

げ
る
な
ど
、
冷

凍
機

の
効

率
的

な
運

転
に
な
る
よ
う
、
冷

水
出

口
温

度
を
適

正
な
値

と
す

る
こ
と
。

　
冷

凍
機

は
、
冷

却
水

入
口

温
度

を
低

く
す

る
こ
と
に
よ
り
効

率
が
向

上
す

る
の
で
、
冷

却
水

入
口

温
度

を
可

能
な
限

り
低

い
値

と
す

る
こ
と
。

0
3

運
転
管
理
及
び

効
率
管
理

　
熱

源
設

備
が
高

い
効

率
で
運

転
さ
れ
る
よ
う
に
熱

源
の
台

数
制

御
を
行

う
こ
と
。

　
ボ
イ
ラ
ー

は
、
必

要
と
さ
れ
る
温

度
、
圧

力
等

を
踏

ま
え
た
蒸

気
圧

力
及

び
温

度
に
設

定
す

る
こ

と
。

　
ボ
イ
ラ
ー

へ
の
給

水
は
、
伝

熱
管

へ
の
ス
ケ
ー

ル
の
付

着
及

び
ス
ラ
ッ
ジ
等

の
沈

澱
を
防

止
し
、

ボ
イ
ラ
効

率
を
維

持
す

る
た
め
、
日

本
工

業
規

格
Ｂ
8
2
2
3
ボ
イ
ラ
ー

の
給

水
及

び
ボ
イ
ラ
ー

水
の
水

質
に
規

定
す

る
と
こ
ろ
（
こ
れ
に
準

ず
る
規

格
を
含

む
。
）
に
よ
り
水

質
管

理
を
行

う
こ
と
。

　
負

荷
側

の
要

求
に
応

じ
た
き
め
細

か
な
運

転
並

び
に
冷

暖
房

起
動

時
間

（
ウ
ォ
ー

ミ
ン
グ
ア
ッ
プ

運
転

）
及

び
停

止
時

間
の
適

切
な
設

定
を
行

う
こ
と
。

0
4

補
機

の
運

転
管

理

　
ポ
ン
プ
類

は
、
適

正
な
水

量
及

び
揚

程
で
運

転
す

る
こ
と
。

　
冷

却
塔

の
冷

却
能

力
の
維

持
改

善
を
図

る
た
め
、
充

填
材

の
清

掃
及

び
冷

却
水

の
水

質
管

理
を
行

う
こ
と
。

0
5

熱
搬
送
設
備
の

運
転
管
理

　
ポ
ン
プ
類

は
、
負

荷
に
応

じ
た
適

正
な
流

量
及

び
圧

力
に
よ
る
運

転
を
行

う
こ
と
。

　
効

率
的

な
運

転
を
行

う
た
め
、
台

数
制

御
、
回

転
数

制
御

等
の
設

定
を
適

宜
見

直
し
、
改

善
す

る
こ
と
。

　
可

変
流

量
制

御
方

式
（
V
W
V
方

式
）
で
制

御
し
て
い
る
場

合
に
は
、
流

量
、
圧

力
等

を
適

正
な
値

と
す

る
こ
と
。

0
6

廃
熱

回
収

の
管

理
　
熱

回
収

装
置

等
を
適

切
に
運

転
し
、
廃

熱
の
回

収
及

び
利

用
を
図

る
こ
と
。

0
7

蒸
気
の
漏
え
い
及

び
保

温
の
管

理

　
保

温
の
適

切
な
管

理
の
た
め
に
、
蒸

気
配

管
、
バ
ル
ブ
類

、
熱

交
換

器
等

に
つ

い
て
、
作

動
状

況
、
目

詰
ま
り
等

の
定

期
的

な
保

守
及

び
点

検
を
行

う
こ
と
。

　
蒸

気
配

管
等

の
蒸

気
の
漏

え
い
を
防

止
す

る
た
め
に
、
蒸

気
の
漏

え
い
及

び
保

温
状

態
の
定

期
的

な
保

守
及

び
点

検
を
行

う
こ
と
。

0
8

蓄
熱

槽
の
管

理
　
蓄

熱
槽

の
運

転
制

御
に
よ
り
、
蓄

熱
効

率
を
高

め
る
こ
と
。

　
一

日
の
負

荷
変

動
及

び
季

節
変

動
に
応

じ
た
蓄

熱
時

間
及

び
放

熱
時

間
を
設

定
す

る
こ
と
。
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1
3

空
気
調
和
設
備
、

換
気
設
備

0
1

空
気

調
和

の
管

理

　
室

内
温

度
条

件
を
把

握
し
、
風

量
、
冷

暖
房

温
度

及
び

湿
度

を
適

正
な
値

に
設

定
す

る
こ
と
。

　
冷

暖
房

温
度

に
つ

い
て
は
、
政

府
の
推

奨
す

る
設

定
温

度
を
勘

案
し
、
設

定
す

る
こ
と
。

　
温

度
、
湿

度
そ
の
他

の
空

気
の
状

態
等

の
個

別
の
室

内
条

件
を
き
め
細

か
く
把

握
し
、
各

室
ご
と

に
運

転
時

間
の
見

直
し
を
行

い
、
使

用
頻

度
の
低

い
部

屋
の
空

調
停

止
、
空

気
調

和
を
施

す
区

画
の
細

分
化

（
部

分
運

転
）
等

に
よ
り
空

調
負

荷
の
軽

減
を
図

る
こ
と
。

　
室

内
の
冷

暖
房

時
に
お

け
る
温

度
分

布
等

の
空

気
分

布
を
把

握
し
、
そ
の
状

況
に
応

じ
た
運

転
を
す

る
と
と
も
に
、
夏

季
又

は
冬

季
に
お

け
る
外

気
導

入
量

の
制

御
、
中

間
期

（
春

季
・
秋

季
）
に
お

け
る
全

熱
交

換
器

の
運

転
停

止
、
建

物
の
予

熱
又

は
予

冷
時

の
外

気
導

入
停

止
等

の
対

策
に
よ

り
空

調
負

荷
の
軽

減
を
図

る
こ
と
。

0
2

空
気
調
和
設
備

の
効

率
管

理

　
中

間
期

（
春

季
・
秋

季
）
に
お

い
て
は
、
空

気
調

和
の
た
め
の
熱

源
を
停

止
し
、
冷

房
を
目

的
と
し

て
外

気
を
直

接
室

内
に
導

入
す

る
こ
と
に
よ
り
、
熱

源
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
削

減
を
図

る
こ
と
。

　
露

点
温

度
制

御
は
、
露

点
温

度
の
設

定
を
見

直
し
、
改

善
を
図

る
こ
と
。

　
冬

期
に
お

け
る
ペ

リ
メ
ー

タ
ー

ゾ
ー

ン
の
設

定
温

度
を
イ
ン
テ
リ
ア
ゾ
ー

ン
よ
り
低

く
す

る
等

、
混

合
損

失
の
軽

減
を
図

る
こ
と
。

　
夏

季
に
お

け
る
ナ
イ
ト
パ
ー

ジ
設

備
に
つ

い
て
は
、
外

気
導

入
に
必

要
な
動

力
及

び
軽

減
さ
れ

る
冷

房
負

荷
を
勘

案
し
た
運

転
を
行

う
こ
と
。

　
除

湿
・
再

熱
制

御
を
行

っ
て
い
る
場

合
に
は
、
負

荷
側

の
状

況
を
把

握
し
、
冷

房
時

の
除

湿
制

御
に
お

け
る
除

湿
・
再

熱
運

転
の
必

要
性

を
再

検
討

し
、
不

要
な
場

合
は
停

止
す

る
こ
と
。

0
3

換
気

設
備

の
運

転
管
理

　
電

気
室

、
機

械
室

、
C
V
C
F
室

等
は
、
設

定
温

度
の
緩

和
及

び
運

転
時

間
に
関

す
る
タ
イ
ム
ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
の
設

定
に
よ
り
換

気
量

、
換

気
回

数
等

を
適

正
な
値

と
す

る
こ
と
。

　
倉

庫
等

に
お

い
て
は
、
換

気
が
不

要
な
場

合
は
、
換

気
を
停

止
す

る
こ
と
。

　
燃

焼
器

具
等

の
空

気
汚

染
源

に
対

し
て
は
、
局

所
排

気
に
よ
り
取

入
外

気
量

で
対

応
で
き
る
よ
う

に
す

る
こ
と
。

　
駐

車
場

に
お

い
て
は
、
運

転
時

間
に
関

す
る
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
設

定
、
C
O

2
濃
度
及
び

C
O
濃

度
に
よ
る
換

気
フ
ァ
ン
の
台

数
制

御
又

は
回

転
数

制
御

等
を
適

正
に
行

い
、
換

気
設

備
の

動
力

を
軽

減
さ
せ

る
こ
と
。

1
4

給
湯

設
備

、
給

排
水

設
備

、
冷

凍
冷

蔵
設

備
、
ち
ゅ
う

房
設
備

0
1

給
湯

設
備

の
管

理

　
給

湯
温

度
を
衛

生
上

可
能

な
範

囲
で
低

く
設

定
す

る
こ
と
。

　
給

湯
効

率
を
改

善
す

る
た
め
、
熱

交
換

器
に
付

着
し
た
ス
ケ
ー

ル
の
除

去
等

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を
行

う
こ
と
。

　
冬

季
以

外
の
期

間
に
お

い
て
は
、
給

湯
が
不

要
な
配

管
系

統
を
停

止
す

る
こ
と
。

　
時

間
、
曜

日
、
季

節
等

に
よ
っ
て
給

湯
の
起

動
時

刻
及

び
停

止
時

刻
を
適

切
に
変

更
す

る
こ
と
。

　
給

湯
に
係

る
エ
ネ
ル
ギ
ー

削
減

の
た
め
、
補

給
水

の
予

熱
に
太

陽
熱

を
利

用
で
き
る
場

合
は
、

太
陽

熱
利

用
を
優

先
に
し
た
運

転
を
行

う
こ
と
。

0
2

給
排
水
設
備
の

管
理

　
水

道
水

（
上

水
）
の
必

要
な
用

途
以

外
は
、
雨

水
、
井

水
等

の
中

水
を
使

用
す

る
こ
と
。

　
節

水
コ
マ
、
擬

音
装

置
、
節

水
シ
ャ
ワ
ー

ヘ
ッ
ド
等

を
管

理
し
、
水

の
使

用
量

の
低

減
を
図

る
こ

と
。

　
給

水
設

備
に
お

け
る
流

量
及

び
圧

力
の
調

整
を
行

い
、
給

水
設

備
の
動

力
の
軽

減
を
図

る
こ

と
。
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0
3

冷
凍
冷
蔵
設
備

及
び
ち
ゅ
う
房
設

備
の
管

理

　
冷

凍
庫

及
び

冷
蔵

庫
周

辺
の
温

度
を
適

正
な
値

に
設

定
す

る
こ
と
。

　
冷

凍
庫

及
び

冷
蔵

庫
の
扉

の
開

閉
は
、
最

低
限

と
す

る
こ
と
。

　
シ
ョ
ー

ケ
ー

ス
の
照

明
点

灯
時

間
、
陳

列
・
保

管
食

材
の
量

、
湿

度
等

を
適

正
な
値

に
設

定
す

る
こ
と
。

　
冷

凍
庫

及
び

冷
蔵

庫
の
断

熱
材

、
着

霜
制

御
装

置
（
デ

フ
ロ
ス
ト
）
等

を
良

好
な
状

態
に
維

持
す

る
こ
と
。

　
調

理
器

、
食

器
乾

燥
機

、
洗

浄
機

等
の
ち
ゅ
う
房

設
備

の
定

期
的

な
保

守
及

び
点

検
を
行

う
こ

と
。

1
5

受
変

電
設

備
、
照

明
設

備
、
電

気
設

備

0
1

受
変
電
設
備
の

管
理

　
使

用
電

力
量

が
契

約
電

力
量

を
超

え
な
い
よ
う
に
す

る
な
ど
、
電

気
負

荷
状

況
を
適

切
に
把

握
し
、
及

び
調

整
し
、
最

大
電

力
の
抑

制
を
図

る
こ
と
。
な
お

、
発

電
機

を
有

し
て
い
る
場

合
に
は
、
発

電
状

況
も
適

切
に
把

握
し
、
及

び
調

整
す

る
こ
と
。

　
変

圧
器

は
、
設

備
容

量
､電

気
の
需

要
率

等
を
考

慮
し
て
必

要
な
容

量
を
把

握
す

る
と
と
も
に
、

不
使

用
時

間
帯

に
お

け
る
変

圧
器

の
遮

断
等

に
よ
り
無

負
荷

損
を
低

減
す

る
こ
と
｡

　
受

電
端

に
お

け
る
力

率
は
、
9
0
パ
ー

セ
ン
ト
以

上
を
維

持
し
、
1
0
0
パ
ー

セ
ン
ト
と
す

る
こ
と
を
目

標
と
し
て
、
進

相
コ
ン
デ

ン
サ
を
運

用
す

る
こ
と
。

　
進

相
コ
ン
デ

ン
サ
は
、
こ
れ
を
設

置
す

る
設

備
の
稼

働
又
は
停
止
に
合
わ
せ
て
稼
働
又
は
停
止

さ
せ

る
よ
う
に
適

切
に
運

転
す

る
こ
と
。

0
2

照
明

設
備

の
運

用
管
理

　
ラ
ン
プ
の
交

換
時

期
に
合

わ
せ

、
適

宜
蛍

光
ラ
ン
プ
、
節

電
型

蛍
光

ラ
ン
プ
、
高

周
波

専
用

（
H
f）

型
蛍

光
灯

等
に
交

換
し
、
照

明
設

備
に
よ
る
電

気
使

用
量

の
低

減
を
図

る
こ
と
。

　
照

度
に
つ

い
て
は
、
日

本
工

業
規

格
Ｚ
9
1
1
0
照

度
基

準
及

び
こ
れ
に
準

ず
る
規

格
に
規

定
す

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
視

作
業

の
状

況
、
視

環
境

の
快

適
性

を
勘

案
の
上

、
適

正
な
照

度
レ
ベ

ル
と
す

る
こ
と
。

　
窓

側
の
照

明
器

具
の
別

回
路

ス
イ
ッ
チ
へ

の
変

更
等

に
よ
る
照

明
の
点

灯
を
施

す
区

画
の
限

定
、
照

明
器

具
の
適

切
な
間

隔
で
の
配

置
、
適

宜
調

光
に
よ
る
減

光
又

は
消

灯
を
行

う
こ
と
等

に
よ

り
、
過

剰
又

は
不

要
な
点

灯
を
な
く
す

こ
と
。

　
昼

光
を
使

用
す

る
こ
と
が
で
き
る
場

所
に
お

い
て
は
、
積

極
的

に
利

用
す

る
こ
と
。

　
昼

光
の
明

る
さ
に
よ
っ
て
照

明
を
自

動
的

に
調

節
し
、
又

は
消

灯
す

る
装

置
に
つ

い
て
は
、
そ
の

設
定

値
の
管

理
を
行

う
こ
と
。

　
外

灯
に
つ

い
て
は
、
昼

光
の
明

る
さ
に
よ
る
自

動
点

滅
機

、
タ
イ
マ
ー

設
定

等
に
よ
る
運

転
管

理
を
行

う
こ
と
。

　
照

明
設

備
は
、
適

正
な
照

度
を
維

持
す

る
た
め
、
照

明
器

具
及

び
光

源
の
清

掃
並

び
に
光

源
の

交
換

等
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を
行

う
こ
と
。

0
3

事
務
用
機
器
等

の
管

理

　
事

務
用

機
器

は
、
不

要
時

に
お

い
て
適

宜
、
電

源
を
切

る
等

、
待

機
時

消
費

電
力

の
削

減
を
図

る
こ
と
。

　
効

率
の
よ
い
O
A
機

器
の
導

入
促

進
等

に
よ
り
、
電

気
使

用
量

を
低

減
す

る
こ
と
。

　
自

動
販

売
機

は
、
効

率
の
よ
い
機

器
の
導

入
を
促

進
す

る
と
と
も
に
、
営

業
時

間
外

及
び

休
日

の
運

転
取

り
や

め
等

、
適

正
な
運

転
時

間
を
設

定
す

る
こ
と
。
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1
6

昇
降

機
、
建

物

0
1

昇
降

機
の
運

転
管
理

　
昇

降
機

は
、
夜

間
又

は
休

日
の
稼

働
台

数
制

御
が
で
き
る
場

合
に
は
、
利

用
状

況
に
応

じ
て
、

適
宜

、
稼

働
台

数
制

御
を
行

う
こ
と
。

　
電

動
機

の
負

荷
と
な
る
機

器
、
動

力
伝

達
部

及
び

電
動

機
の
機

械
損

失
を
低

減
す

る
た
め
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を
行

う
こ
と
。

　
エ
ス
カ
レ
ー

タ
は
、
適

正
な
運

転
時

間
の
設

定
、
人

が
近

づ
い
た
と
き
に
検

知
す

る
人

感
セ
ン

サ
ー

に
よ
る
運

転
等

に
よ
り
、
不

要
時

の
運

転
を
避

け
る
こ
と
。

0
2

建
物

の
省

エ
ネ
ル

ギ
ー

　
屋

根
、
床

、
外

壁
等

構
造

体
の
断

熱
管

理
を
図

る
こ
と
。

　
ブ
ラ
イ
ン
ド
、
カ
ー

テ
ン
、
遮

光
フ
ィ
ル
ム
、
多

層
ガ
ラ
ス
等

を
適

切
に
運

用
し
、
日

光
の
入

射
を

防
止

す
る
こ
と
。

1
7

負
荷
平
準
化

0
1

負
荷
平
準
化
対

策
　
設

備
・
機

器
の
稼

働
率

等
を
考

慮
し
、
運

転
状

況
を
見

直
す

こ
と
に
よ
り
、
夜

間
電

力
を
活

用
し

て
負

荷
平

準
化

を
図

る
こ
と
。

0
2

コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー

シ
ョ
ン

　
負

荷
側

の
要

求
に
応

じ
て
、
最

大
の
廃

熱
利

用
が
で
き
る
運

転
管

理
を
徹

底
す

る
こ
と
。

　
熱

需
要

及
び

電
気

需
要

そ
れ
ぞ
れ
の
時

間
的

及
び

季
節

的
変

動
を
考

慮
し
、
発

生
す

る
熱

及
び

電
気

が
十

分
に
利

用
さ
れ
る
よ
う
負

荷
の
増

減
に
応

じ
た
総

合
的

な
運

転
管

理
を
行

う
こ
と
。

　
コ
ー

ジ
ェ
ネ
レ
ー

シ
ョ
ン
設

備
の
熱

効
率

を
高

い
状
態
に
維
持
す
る
た
め
、
定
期
的
な
保
守
及
び

点
検

を
行

う
こ
と
。

0
3

新
エ
ネ
ル
ギ
ー

　
燃

料
電

池
、
太

陽
光

発
電

、
太

陽
熱

、
風

力
発

電
等

の
適

切
な
運

転
管

理
を
行

う
こ
と
。
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２
　
業

務
部

門
に
お

け
る
基

本
対

策
（
設

備
導

入
等

対
策

）

削
減

対
策

の
分

類
削

減
対

策
の
内

容
備
考

大
分
類

中
分
類

細
分

類

1
2

熱
源

設
備

、
熱

搬
送

設
備

0
4

補
機

の
運

転
管

理
0
1

最
適

な
流

量
制

御
に
よ
る

動
力

損
失

の
低

減
対

策

　
冷

温
水

設
備

又
は
冷

却
水

設
備

を
有

す
る
場

合
は
、
負

荷
の
状

況
、
設

備
方

式
、
稼

動
時

間
等

を
考

慮
し
、
ポ
ー

ル
チ
ェ
ン
ジ
、
イ
ン
ペ

ラ
ー

カ
ッ

ト
、
台

数
制

御
、
回

転
数

制
御

装
置

の
導

入
等

、
負

荷
に
応

じ
た
流

量
制

御
を
行

う
こ
と
。

　
負

荷
変

動
要

素
の
大

き
い
、
商

業
施

設
、
宿

泊
施

設
及

び
文

化
施
設
で
は
特
に
効
果
的
で
あ
る
。

0
5

熱
搬
送
設
備
の

運
転
管
理

0
7

蒸
気
の
漏
え
い
及

び
保

温
の
管

理
0
1

熱
搬

送
に
伴

う
熱

損
失

の
低

減
対

策

　
蒸

気
発

生
設

備
又

は
蒸

気
搬

送
設

備
を
有

す
る
場

合
は
、
蒸

気
圧

力
並

び
に
蒸

気
配

管
及

び
バ
ル
ブ
の
大

き
さ
、
稼

動
時

間
等

を
勘

案
し
て
、
断

熱
が
な
さ
れ
て
い
な
い
設

備
に
つ

い
て
適

切
に
保
温
を
行
う
こ
と
。

　
蒸

気
発

生
設

備
は
、
宿

泊
施

設
及

び
医

療
施

設
に
多

く
あ
る
。

1
3

空
気
調
和
設
備
、

換
気
設
備

0
1

空
気
調
和
設
備

の
運

転
管

理

0
1

最
適
な
風
量
制
御
等
に

よ
る
動

力
損

失
の
低

減
対

策

　
空

調
機

器
及

び
送

排
風

機
を
有

す
る
場

合
は
、
負

荷
の
状

況
、
稼

動
時

間
等

を
考

慮
し
、
ポ
ー

ル
チ
ェ
ン
ジ
、
プ
ー

リ
ー

ダ
ウ
ン
、
ダ
ン
パ
調

整
、
回

転
数

制
御

装
置

の
導

入
等

、
負

荷
に
応

じ
た
風

量
制

御
を
行

う
こ
と
。

　
電

動
機

の
消

費
電

力
、
稼

動
時

間
等

を
考

慮
し
、
空

調
機

器
等

に
お

け
る

動
力

伝
達

媒
体

に
よ
る
動

力
損

失
低

減
対

策
を
行

う
こ
と
。

　
負

荷
変

動
要

素
の
大

き
い
、
商

業
施

設
、
宿

泊
施

設
及

び
文

化
施
設
で
は
特
に
効
果
的
で
あ
る
。

0
2

適
正
な
外
気
導
入
量
制

御
に
よ
る
熱

負
荷

低
減

対
策

　
現

状
の
室

内
環

境
を
把

握
し
、
取

入
外

気
量

が
過

剰
で
あ
る
場

合
又

は
特

に
、
夏

季
及

び
冬

季
に
お

い
て
、
外

気
処

理
に
伴

う
熱

負
荷

を
軽

減
で
き

る
場

合
に
は
、
室

内
Ｃ
Ｏ

２
濃

度
の
程

度
、
在

室
人

員
の
変

動
の
程

度
等

に

よ
り
、
室

内
Ｃ
Ｏ

２
濃

度
1
0
0
0
p
p
m
以

下
を
確

保
で
き
る
範

囲
で
、
Ｃ
Ｏ

２
濃
度

制
御

に
よ
る
ダ
ン
パ
ー

開
閉

の
自

動
制

御
又

は
給

排
気

フ
ァ
ン
の
回

転
数

制
御

を
導

入
す

る
こ
と
。

　
集

客
施

設
（
商

業
施

設
、
宿

泊
施

設
、
文

化
施

設
等

）
の
ホ
ー

ル
、
展

示
場

等
、
人

の
出

入
り
が

激
し
い
場
合
に
は
特
に
効
果
的
で

あ
る
。

　
ダ
ン
パ
開

閉
等

を
手

動
設

定
で

行
っ
た
場

合
に
は
運

用
対

策
と
す

る
。

0
3

空
調

機
器

等
の
適

切
な

運
転

管
理

に
よ
る
運

転
時

間
の
短

縮

　
室

内
の
設

備
の
状

況
等

に
よ
り
空

調
機

器
等

の
運

転
時

間
の
短

縮
が
可

能
な
場

合
は
、
タ
イ
マ
ー

、
セ
ン
サ
ー

等
に
よ
る
制

御
シ
ス
テ
ム
を
導

入
す

る
こ
と
。

　
既
に
設
置
し
て
い
る
中
央
監
視

設
備

、
自

動
制

御
設

備
等

で
対

応
可
能
な
場
合
は
運
用
対
策
と
す

る
。
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0
3

換
気

設
備

の
運

転
管
理

0
1

駐
車

場
の
換

気
設

備
に

お
け
る
最
適
な
運
転
管
理

に
よ
る
運

転
時

間
の
短

縮

　
地

下
駐

車
場

、
屋

内
駐

車
場

等
の
駐

車
場

に
お

い
て
換

気
設

備
を
有

す
る
場

合
は
、
駐

車
車

両
数

、
利

用
時

間
帯

、
Ｃ
Ｏ

２
濃
度
又
は
Ｃ
Ｏ
濃
度
の
変

化
、
駐

車
場

の
換

気
能

力
等

の
駐

車
場

利
用

実
態

を
把

握
す

る
と
と
も
に
、

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
に
よ
る
運

転
制

御
、
ポ
ー

ル
チ
ェ
ン
ジ
、
Ｃ
Ｏ

２
濃
度
又

は
Ｃ
Ｏ
濃

度
に
よ
る
運

転
制

御
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
。

　
日

単
位

、
週

単
位

等
駐

車
場

の
利
用
実
態
に
合
わ
せ
た
き
め
細
か

な
対

応
を
実

践
し
た
場

合
に
つ

い
て
は
、
独

創
性

、
先

進
性

の
あ
る

対
策

と
し
て
目

標
対

策
と
す

る
。

1
4

給
湯

設
備

、
給

排
水

設
備

、
冷

凍
冷

蔵
設

備
、
ち
ゅ
う

房
設
備

0
2

給
排
水
設
備
の

管
理

0
1

節
水

対
策

　
ト
イ
レ
、
シ
ャ
ワ
ー

等
の
給

水
設

備
に
、
節
水
設
備
を
導
入
し
て
い
な
い
場

合
は
、
ト
イ
レ
等

の
利

用
実

態
を
把

握
し
、
自

動
洗

浄
装

置
、
水

道
蛇

口
の

節
水

コ
マ
、
節

水
シ
ャ
ワ
ー

ヘ
ッ
ド
等
の
節
水
器
具
、
擬
音
装
置
等
を
導
入

す
る
こ
と
。

　
な
お

、
擬

音
装

置
に
つ

い
て
は
、
女

子
ト
イ
レ
の
利

用
者

数
等

の
利

用
実

態
を
加

味
し
て
導

入
を
決

定
す

る
こ
と
。

　
節
水
シ
ャ
ワ
ー
ヘ
ッ
ド
の
導
入

は
、
宿

泊
施

設
及

び
医

療
施

設
で

は
特
に
効
果
的
で
あ
る
。

1
5

受
変

電
設

備
、
照

明
設

備
、
電

気
設

備

0
1

受
変
電
設
備
の

管
理

0
1

電
気

の
変

換
に
お

け
る
損

失
低

減
対

策

　
電

力
に
つ

い
て
、
事

業
所

全
体

の
需

要
率

が
低

い
場

合
に
は
、
当

該
需

要
率

と
と
も
に
、
各

フ
ィ
ー

ダ
の
需

要
率

及
び

負
荷

率
を
把

握
し
、
負

荷
側

の
利

用
状

況
に
つ

い
て
設

備
余

裕
率

、
不

等
率

、
負

荷
特

性
等

を
十

分
に

把
握

し
た
上

で
変

圧
器

の
系

統
の
統

合
を
行

う
こ
と
。

0
2

照
明

設
備

の
管

理

0
1

照
明

設
備

に
よ
る
照

明
効

率
向

上
対

策

　
照

明
設

備
に
お

い
て
、
既

設
の
照

明
器

具
が
磁

気
回

路
式

安
定

器
を
利

用
し
て
い
る
場

合
に
は
、
稼

働
時

間
、
照

明
方

式
等

を
踏

ま
え
、
電

子
回

路
式

安
定

器
（
イ
ン
バ
ー

タ
ー

）
へ

更
新

す
る
こ
と
。

　
な
お

、
安

定
器

交
換

に
合

わ
せ

て
、
照

明
ラ
ン
プ
の
見

直
し
も
行

う
こ
と
。

0
2

照
明

ラ
ン
プ
に
よ
る
照

明
効

率
向

上
対

策

　
白

熱
電

球
等

照
明

効
率

が
低

い
ラ
ン
プ
を
使

用
し
て
い
る
場

合
に
は
、
稼

働
時

間
、
照

明
方

式
等

を
踏

ま
え
、
高

効
率

型
の
ラ
ン
プ
へ

更
新

す
る
こ

と
。
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３
　

産
業

部
門

に
お

け
る

基
本

対
策

（
運

用
対

策
）

0
1

推
進

体
制

の
整

備

　
こ

の
指

針
に

基
づ

き
、

推
進

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

　
テ

ナ
ン

ト
事

業
者

等
に

対
し

て
、

計
画

書
等

の
作

成
及

び
削

減
対

策
の

実
施

に
際

し
て

協
力

を
求

め
る

こ
と

。
　

定
期

的
に

地
球

温
暖

化
対

策
に

関
す

る
普

及
啓

発
及

び
教

育
活

動
を

行
う

こ
と

。

0
2

主
要

設
備

等
の

保
全

管
理

　
技

術
的

か
つ

経
済

的
に

可
能

な
範

囲
内

で
事

業
所

全
体

の
み

な
ら

ず
設

備
単

位
（
個

別
設

備
ご

と
に

分
離

す
る

こ
と

が
適

当
で

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

設
備

群
単

位
又

は
作

業
工

程
単

位
と

す
る

。
）
に

よ
る

き
め

細
か

い
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

を
徹

底
す

る
こ

と
。

　
設

備
等

に
お

け
る

性
能

及
び

効
率

の
低

下
を

防
止

す
る

た
め

に
保

全
計

画
を

定
め

、
必

要
な

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

　
保

守
及

び
点

検
の

記
録

は
、

保
全

履
歴

と
し

て
整

理
、

保
存

等
を

行
い

、
こ

れ
を

分
析

し
て

、
設

備
等

の
劣

化
状

態
及

び
更

新
時

期
を

把
握

す
る

こ
と

。
　

設
備

等
の

現
状

に
係

る
蒸

気
配

管
系

統
図

、
空

気
配

管
系

統
図

、
給

水
配

管
系

統
図

、
空

気
調

和
関

係
図

面
、

電
気

関
係

図
面

（
単

線
結

線
図

、
幹

線
系

統
図

等
）
、

主
要

設
備

に
係

る
機

器
仕

様
表

（
設

備
・
機

器
名

称
、

定
格

容
量

、
台

数
、

製
造

年
等

）
等

を
整

備
す

る
こ

と
。

0
3

計
測

及
び

記
録

の
管

理

　
主

要
設

備
等

の
効

率
、

負
荷

等
の

稼
働

状
況

を
把

握
す

る
た

め
に

必
要

と
な

る
項

目
と

し
て

、
電

力
、

電
圧

、
電

流
、

圧
力

、
風

量
、

流
量

、
熱

量
、

運
転

時
間

等
を

定
期

的
に

計
測

し
、

記
録

す
る

こ
と

。
　

計
測

及
び

記
録

に
当

た
っ

て
は

、
日

報
、

月
報

等
を

作
成

す
る

等
の

適
切

な
管

理
を

行
い

、
こ

れ
を

用
い

て
主

要
設

備
等

の
運

転
状

態
に

関
す

る
解

析
を

行
い

、
主

要
設

備
等

の
効

率
、

性
能

等
を

常
に

把
握

す
る

こ
と

。
　

既
存

の
計

測
機

器
で

は
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

並
び

に
主

要
設

備
等

の
効

率
、

性
能

等
の

把
握

が
不

十
分

な
場

合
に

は
、

計
画

的
に

計
測

機
器

の
整

備
を

推
進

す
る

こ
と

。
　

中
央

監
視

シ
ス

テ
ム

、
制

御
シ

ス
テ

ム
等

に
つ

い
て

は
、

各
種

デ
ー

タ
の

整
理

、
保

存
等

を
行

う
こ

と
。

0
4

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
量

の
管

理

　
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
発

生
、

搬
送

、
消

費
に

至
る

ま
で

の
流

れ
及

び
そ

の
流

れ
に

対
応

す
る

生
産

工
程

等
の

操
業

状
況

を
定

量
的

に
一

定
の

頻
度

で
把

握
し

、
事

業
所

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

状
況

を
管

理
す

る
こ

と
。

　
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
使

用
量

に
つ

い
て

、
工

程
別

又
は

設
備

別
に

、
時

間
、

日
、

週
、

月
、

四
半

期
、

年
単

位
等

の
グ

ラ
フ

等
を

用
い

て
過

去
の

実
績

と
の

比
較

及
び

分
析

を
行

う
こ

と
。

　
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
使

用
量

の
管

理
指

標
と

し
て

、
全

工
場

の
又

は
製

品
別

、
工

程
別

等
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
原

単
位

（
出

荷
額

、
生

産
数

量
等

当
た

り
の

年
間

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量
を

い
う

。
）
を

算
出

す
る

こ
と

。
　

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
原

単
位

に
つ

い
て

、
月

、
四

半
期

、
年

単
位

等
の

グ
ラ

フ
等

を
用

い
て

過
去

の
実

績
と

の
比

較
及

び
分

析
を

行
う

こ
と

。

0
5

生
産

工
程

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

　
生

産
工

程
の

操
業

状
況

に
応

じ
た

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

状
況

の
管

理
及

び
分

析
を

し
、

操
業

条
件

の
変

更
、

定
常

負
荷

の
低

減
等

の
生

産
工

程
の

改
善

に
つ

い
て

検
討

を
行

う
こ

と
。

3
1

一
般

管
理

事
項

備
考

対
策

の
分

類

細
分

類
削

減
対

策
の

内
容

中
分

類
大

分
類
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0
1

空
気

比
の

管
理

　
空

気
比

は
、

判
断

基
準

別
表

第
1
(A

)に
掲

げ
る

値
を

基
準

と
し

て
、

最
良

の
燃

焼
効

率
が

得
ら

れ
る

よ
う

に
、

可
能

な
限

り
小

さ
く

す
る

こ
と

。

0
2

燃
焼

設
備

の
効

率
管

理

　
複

数
の

燃
焼

設
備

を
使

用
す

る
と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

燃
焼

設
備

の
燃

焼
負

荷
を

調
整

す
る

こ
と

に
よ

り
、

燃
焼

設
備

全
体

と
し

て
の

熱
効

率
（
投

入
熱

量
の

う
ち

対
象

物
の

付
加

価
値

を
高

め
る

た
め

に
使

わ
れ

た
熱

量
の

割
合

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
を

高
く

す
る

こ
と

。

0
3

燃
料

の
管

理
　

燃
料

を
燃

焼
す

る
場

合
に

は
、

燃
焼

効
率

を
高

く
す

る
た

め
、

燃
料

の
性

状
に

応
じ

て
、

燃
料

の
粒

度
、

水
分

、
粘

度
等

を
適

切
に

調
整

す
る

こ
と

。

0
4

燃
焼

設
備

の
保

全
管

理

　
燃

焼
設

備
は

、
良

好
な

状
態

を
維

持
す

る
た

め
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

　
バ

ー
ナ

に
つ

い
て

は
、

良
好

な
燃

焼
状

態
を

維
持

す
る

た
め

、
定

期
的

に
バ

ー
ナ

ノ
ズ

ル
の

点
検

、
清

掃
及

び
整

備
を

行
う

こ
と

。

0
1

熱
媒

体
の

温
度

、
圧

力
及

び
量

の
管

理

　
蒸

気
等

の
熱

媒
体

を
用

い
る

加
熱

設
備

、
冷

却
設

備
、

乾
燥

設
備

、
熱

交
換

器
等

は
、

加
熱

及
び

冷
却

並
び

に
伝

熱
（
以

下
「
加

熱
等

」
と

い
う

。
）
に

必
要

と
さ

れ
る

熱
媒

体
の

温
度

、
圧

力
及

び
量

並
び

に
供

給
さ

れ
る

熱
媒

体
の

温
度

、
圧

力
及

び
量

に
つ

い
て

適
正

な
値

を
設

定
し

、
か

つ
、

操
業

状
況

の
変

化
等

に
応

じ
て

こ
れ

ら
を

見
直

す
こ

と
に

よ
り

、
熱

媒
体

に
よ

る
熱

量
の

過
剰

な
供

給
を

な
く

す
こ

と
。

0
2

加
熱

、
熱

処
理

等
工

業
炉

の
効

率
管

理

　
加

熱
、

熱
処

理
等

を
行

う
工

業
炉

は
、

設
備

の
構

造
、

被
加

熱
物

の
特

性
、

加
熱

、
熱

処
理

等
の

前
後

の
工

程
等

に
応

じ
て

、
ヒ

ー
ト
パ

タ
ー

ン
（
被

加
熱

物
の

温
度

の
時

間
の

経
過

に
対

応
し

た
変

化
の

態
様

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
を

改
善

す
る

こ
と

に
よ

り
、

熱
効

率
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
。

0
3

加
熱

等
設

備
の

負
荷

管
理

　
加

熱
等

を
行

う
設

備
は

、
被

加
熱

物
又

は
被

冷
却

物
の

量
及

び
炉

内
配

置
を

適
正

な
も

の
と

し
、

か
つ

、
操

業
状

況
の

変
化

等
に

応
じ

て
こ

れ
ら

を
見

直
す

こ
と

に
よ

り
、

過
大

負
荷

及
び

過
小

負
荷

を
避

け
る

こ
と

。

0
4

加
熱

等
設

備
の

効
率

管
理

　
複

数
の

加
熱

等
を

行
う

設
備

を
使

用
す

る
と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

設
備

の
負

荷
を

調
整

す
る

こ
と

に
よ

り
、

設
備

全
体

と
し

て
の

熱
効

率
を

高
く

す
る

こ
と

。

0
1

燃
料

の
燃

焼
の

合
理

化
に

関
す

る
措

置
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0
5

ボ
イ

ラ
ー

の
負

荷
管

理
及

び
効

率
管

理

　
複

数
の

ボ
イ

ラ
ー

を
使

用
す

る
場

合
に

は
、

設
備

の
蒸

気
需

要
に

応
じ

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
ボ

イ
ラ

ー
の

負
荷

を
調

整
す

る
こ

と
に

よ
り

、
ボ

イ
ラ

ー
設

備
全

体
と

し
て

の
熱

効
率

を
高

く
す

る
こ

と
。

　
ボ

イ
ラ

ー
の

負
荷

を
平

準
化

し
、

急
激

な
負

荷
変

動
を

低
減

す
る

た
め

、
供

給
側

（
生

産
工

程
等

に
対

し
て

蒸
気

、
冷

水
等

を
供

給
す

る
設

備
等

の
管

理
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
と

使
用

側
（
供

給
さ

れ
た

蒸
気

、
冷

水
等

を
使

用
す

る
生

産
工

程
等

に
お

け
る

設
備

等
の

管
理

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
と

が
蒸

気
の

圧
力

及
び

量
に

関
し

て
緊

密
な

連
携

を
取

る
こ

と
。

　
台

数
制

御
を

採
用

し
て

い
る

場
合

に
は

、
各

ボ
イ

ラ
ー

の
特

性
及

び
蒸

気
需

要
側

の
利

用
パ

タ
ー

ン
を

把
握

し
て

運
転

条
件

を
管

理
し

、
設

備
全

体
と

し
て

の
熱

効
率

を
高

く
す

る
こ

と
。

0
6

加
熱

工
程

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
管

理

　
加

熱
を

反
復

し
て

行
う

工
程

に
お

い
て

は
、

工
程

間
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
調

整
す

る
こ

と
に

よ
り

、
工

程
間

の
待

ち
時

間
を

短
縮

す
る

こ
と

。
　

加
熱

等
を

行
う

設
備

で
断

続
的

な
運

転
が

で
き

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
運

転
を

集
約

化
す

る
こ

と
に

よ
り

、
熱

効
率

を
高

く
す

る
こ

と
。

0
7

ボ
イ

ラ
ー

の
給

水
及

び
ブ

ロ
ー

管
理

　
ボ

イ
ラ

ー
へ

の
給

水
は

、
伝

熱
管

へ
の

ス
ケ

ー
ル

の
付

着
及

び
ス

ラ
ッ

ジ
等

の
沈

澱
を

防
止

し
、

ボ
イ

ラ
ー

の
効

率
を

維
持

す
る

た
め

、
日

本
工

業
規

格
Ｂ

8
2
2
3
ボ

イ
ラ

ー
の

給
水

及
び

ボ
イ

ラ
ー

水
の

水
質

に
規

定
す

る
と

こ
ろ

（
こ

れ
に

準
ず

る
規

格
を

含
む

。
）
に

よ
り

水
質

管
理

を
行

う
こ

と
。

　
ボ

イ
ラ

ー
の

ブ
ロ

ー
は

、
過

剰
な

ブ
ロ

ー
量

に
よ

る
熱

の
損

失
を

防
止

す
る

た
め

、
定

期
的

に
給

水
及

び
ボ

イ
ラ

ー
水

の
水

質
分

析
を

行
い

、
可

能
な

限
り

ブ
ロ

ー
量

を
低

減
す

る
こ

と
。

0
8

蒸
気

供
給

の
管

理
　

蒸
気

を
用

い
て

加
熱

等
を

行
う

設
備

に
つ

い
て

は
、

加
熱

設
備

内
部

及
び

蒸
気

管
で

の
放

熱
を

防
止

す
る

た
め

、
不

要
時

に
蒸

気
供

給
バ

ル
ブ

を
閉

止
す

る
こ

と
。

0
9

蒸
気

乾
き

度
の

管
理

　
加

熱
等

を
行

う
設

備
で

用
い

る
蒸

気
に

つ
い

て
は

、
適

切
な

乾
き

度
を

維
持

す
る

こ
と

。

1
0

加
熱

等
を

行
う

設
備

の
保

全
管

理

　
ボ

イ
ラ

ー
、

工
業

炉
、

熱
交

換
器

等
の

伝
熱

面
そ

の
他

の
伝

熱
に

係
る

部
分

に
つ

い
て

は
、

伝
熱

性
能

の
低

下
を

防
止

す
る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
い

、
ば

い
じ

ん
、

ス
ケ

ー
ル

そ
の

他
の

付
着

物
を

除
去

す
る

こ
と

。

1
1

そ
の

他
の

加
熱

等
に

係
る

管
理

　
そ

の
他

の
加

熱
等

に
係

る
管

理
は

、
被

加
熱

物
及

び
被

冷
却

物
の

温
度

、
加

熱
等

に
用

い
ら

れ
る

蒸
気

等
の

熱
媒

体
の

温
度

、
圧

力
及

び
流

量
そ

の
他

の
加

熱
等

に
係

る
事

項
に

つ
い

て
設

備
の

運
用

に
係

る
要

領
を

作
成

し
て

行
う

こ
と

。

0
1

熱
利

用
設

備
に

係
る

断
熱

の
保

全
管

理

　
熱

媒
体

及
び

プ
ロ

セ
ス

流
体

の
輸

送
を

行
う

配
管

そ
の

他
の

設
備

並
び

に
加

熱
等

を
行

う
設

備
（
以

下
「
熱

利
用

設
備

」
と

い
う

。
）
は

、
断

熱
性

能
を

良
好

な
状

態
に

維
持

す
る

た
め

、
断

熱
工

事
等

熱
の

損
失

の
防

止
の

た
め

に
講

じ
た

措
置

に
つ

い
て

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。

0
2

ス
チ

ー
ム

ト
ラ

ッ
プ

の
保

全
管

理
　

ス
チ

ー
ム

ト
ラ

ッ
プ

は
、

そ
の

作
動

の
不

良
等

に
よ

る
蒸

気
の

漏
え

い
及

び
閉

そ
く

を
防

止
す

る
た

め
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

3
2

ボ
イ

ラ
ー

、
工

業
炉

、
蒸

気
系

統
、

熱
交

換
器

等

0
3

放
射

、
伝

熱
等

に
よ

る
熱

の
損

失
の

防
止

に
関

す
る

措
置

0
2

加
熱

及
び

冷
却

並
び

に
伝

熱
の

合
理

化
に

関
す

る
措

置
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0
3

熱
媒

体
等

の
漏

え
い

に
係

る
保

全
管

理

　
熱

利
用

設
備

は
、

開
口

部
等

か
ら

の
熱

媒
体

の
漏

え
い

及
び

空
気

の
流

出
入

に
よ

る
熱

の
損

失
を

防
止

す
る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
　

蒸
気

配
管

は
、

フ
ラ

ン
ジ

部
、

バ
ル

ブ
の

グ
ラ

ン
ド

部
等

か
ら

の
蒸

気
の

漏
え

い
を

防
止

す
る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。

0
1

排
ガ

ス
の

廃
熱

回
収

の
管

理

　
ボ

イ
ラ

ー
は

、
判

断
基

準
別

表
第

３
(A

)(
1
)に

掲
げ

る
廃

ガ
ス

温
度

の
値

を
基

準
と

し
て

、
可

能
な

限
り

廃
ガ

ス
か

ら
の

廃
熱

を
回

収
す

る
こ

と
に

よ
り

、
廃

ガ
ス

温
度

を
低

下
さ

せ
る

こ
と

。
　

工
業

炉
は

、
判

断
基

準
別

表
第

３
(A

)(
2
)に

掲
げ

る
廃

熱
回

収
率

の
値

を
基

準
と

し
て

、
可

能
な

限
り

排
ガ

ス
か

ら
の

廃
熱

を
回

収
す

る
こ

と
に

よ
り

、
廃

熱
回

収
率

を
高

め
る

こ
と

。

0
2

蒸
気

ド
レ

ン
の

廃
熱

回
収

の
管

理
　

蒸
気

ド
レ

ン
は

、
廃

熱
の

回
収

を
行

う
温

度
、

量
及

び
性

状
の

範
囲

を
把

握
し

、
可

能
な

限
り

廃
熱

の
回

収
及

び
利

用
を

行
う

こ
と

。

0
3

排
ガ

ス
及

び
蒸

気
ド

レ
ン

以
外

の
廃

熱
等

回
収

の
管

理

　
加

熱
さ

れ
た

固
体

又
は

流
体

が
有

す
る

顕
熱

、
潜

熱
、

圧
力

、
可

燃
性

成
分

等
は

、
廃

熱
等

の
回

収
を

行
う

範
囲

を
把

握
し

、
可

能
な

限
り

廃
熱

等
の

回
収

利
用

を
行

う
こ

と
。

0
4

廃
熱

回
収

設
備

の
保

全
管

理

　
廃

熱
回

収
設

備
（
廃

熱
の

回
収

利
用

の
た

め
の

熱
交

換
器

、
廃

熱
ボ

イ
ラ

ー
等

を
い

う
。

）
は

、
廃

熱
回

収
及

び
廃

熱
利

用
の

効
率

を
維

持
す

る
た

め
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

い
、

伝
熱

面
等

の
汚

れ
を

除
去

し
、

又
は

熱
媒

体
の

漏
え

い
部

分
の

補
修

等
を

行
う

こ
と

。

0
1

空
気

調
和

の
管

理

　
空

気
調

和
は

、
空

気
調

和
を

施
す

区
画

を
限

定
し

、
当

該
区

画
ご

と
の

建
物

の
構

造
、

設
備

の
配

置
、

作
業

の
内

容
等

を
把

握
し

、
冷

暖
房

温
度

、
換

気
回

数
、

湿
度

、
運

転
時

間
等

を
適

切
に

設
定

す
る

こ
と

。
な

お
、

冷
暖

房
温

度
に

つ
い

て
は

、
政

府
の

推
奨

す
る

設
定

温
度

を
勘

案
し

、
設

定
す

る
こ

と
。

　
夏

季
、

中
間

期
（
春

季
・
秋

季
）
、

冬
季

で
は

、
そ

れ
ぞ

れ
空

調
負

荷
へ

の
影

響
が

異
な

る
こ

と
か

ら
、

季
節

に
応

じ
て

外
気

導
入

量
を

適
切

に
調

整
す

る
こ

と
。

0
2

空
気

調
和

設
備

の
効

率
管

理

　
空

気
調

和
設

備
は

、
こ

れ
を

構
成

す
る

熱
源

設
備

、
空

調
機

器
、

ポ
ン

プ
、

フ
ァ

ン
等

の
特

性
を

把
握

し
、

個
別

機
器

の
効

率
及

び
空

気
調

和
設

備
全

体
の

総
合

的
な

効
率

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

。
　

送
風

機
又

は
ポ

ン
プ

に
つ

い
て

変
流

量
シ

ス
テ

ム
を

採
用

し
て

い
る

場
合

に
は

、
負

荷
の

変
動

に
応

じ
た

最
適

な
運

転
に

な
る

よ
う

に
流

量
、

圧
力

等
を

適
切

に
調

整
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

　
　

 だ
き

　
な

お
、

直
焚

冷
温

水
発

生
機

に
つ

い
て

は
、

燃
焼

設
備

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

「
0
1
燃

料
の

燃
焼

の
合

理
化

に
関

す
る

措
置

」
の

欄
に

掲
げ

る
管

理
を

適
正

に
行

う
こ

と
。

0
3

ク
リ

ー
ン

ル
ー

ム
の

空
気

調
和

管
理

　
ク

リ
ー

ン
ル

ー
ム

に
お

い
て

は
、

環
境

条
件

の
許

容
範

囲
内

で
可

能
な

場
合

に
は

、
夜

間
、

休
日

等
の

非
操

業
時

間
に

お
け

る
空

調
フ

ァ
ン

の
低

風
量

運
転

等
に

よ
り

、
動

力
の

低
減

を
行

う
こ

と
。

置

0
4

廃
熱

の
回

収
利

用
に

関
す

る
措

置
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0
4

冷
凍

機
の

効
率

管
理

　
効

率
の

よ
い

運
転

を
行

う
た

め
、

運
転

中
の

成
績

係
数

（
C

O
P
）
を

適
宜

算
出

す
る

こ
と

。
　

冷
凍

機
は

、
冷

水
出

口
温

度
を

高
く

す
る

こ
と

に
よ

り
効

率
が

向
上

す
る

の
で

、
定

格
負

荷
時

の
冷

水
出

口
温

度
を

標
準

値
と

し
て

、
軽

負
荷

時
に

お
け

る
冷

水
出

口
温

度
を

適
正

な
値

と
す

る
こ

と
。

　
冷

凍
機

は
、

冷
却

水
入

口
温

度
を

低
く

す
る

こ
と

に
よ

り
効

率
が

向
上

す
る

の
で

、
冷

却
水

入
口

温
度

を
可

能
な

限
り

低
い

値
と

す
る

こ
と

。

0
5

冷
却

水
の

管
理

　
冷

却
水

は
、

ス
ケ

ー
ル

、
ス

ラ
イ

ム
付

着
等

に
よ

る
冷

却
塔

、
熱

交
換

器
等

の
効

率
の

低
下

を
防

止
す

る
た

め
、

適
正

な
水

質
管

理
を

行
う

こ
と

。

0
6

ブ
ラ

イ
ン

ド
、

カ
ー

テ
ン

等
の

管
理

　
冷

房
時

に
お

い
て

、
窓

ガ
ラ

ス
か

ら
の

侵
入

熱
量

を
低

減
す

る
た

め
、

ブ
ラ

イ
ン

ド
、

カ
ー

テ
ン

等
に

よ
り

日
射

を
遮

へ
い

で
き

る
場

所
で

は
積

極
的

に
こ

れ
ら

を
利

用
す

る
こ

と
。

0
7

換
気

設
備

の
運

転
管

理

　
換

気
設

備
は

、
換

気
用

動
力

を
低

減
す

る
よ

う
に

、
換

気
量

、
換

気
回

数
等

を
適

正
な

値
と

す
る

こ
と

。
　

機
械

室
、

倉
庫

等
に

お
い

て
、

換
気

が
不

要
な

場
合

は
、

換
気

を
停

止
す

る
こ

と
。

　
機

械
室

、
電

気
室

等
に

お
い

て
、

一
定

温
度

以
下

で
あ

れ
ば

換
気

を
し

な
く

て
も

良
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

季
節

に
応

じ
て

適
切

に
換

気
を

停
止

す
る

こ
と

。

0
8

空
気

調
和

設
備

の
保

全
管

理

　
空

気
調

和
設

備
を

構
成

す
る

熱
源

設
備

、
空

調
機

器
、

ポ
ン

プ
、

フ
ァ

ン
、

配
管

、
ダ

ク
ト
、

冷
却

塔
等

は
、

個
別

機
器

の
効

率
及

び
空

気
調

和
設

備
全

体
の

総
合

的
な

効
率

を
改

善
し

、
良

好
な

状
態

を
維

持
す

る
た

め
、

フ
ィ

ル
タ

ー
の

目
づ

ま
り

、
熱

交
換

器
及

び
凝

縮
器

に
付

着
し

た
ス

ケ
ー

ル
並

び
に

コ
イ

ル
フ

ィ
ン

に
付

着
し

た
ご

み
の

除
去

等
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

0
9

空
気

調
和

設
備

の
自

動
制

御
装

置
の

保
全

管
理

　
空

気
調

和
設

備
の

自
動

制
御

装
置

は
、

良
好

な
状

態
に

維
持

す
る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。

0
1

発
電

専
用

設
備

の
効

率
管

理

　
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
、

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

等
専

ら
発

電
の

み
に

供
さ

れ
る

設
備

（
以

下
「
発

電
専

用
設

備
」
と

い
う

。
）

に
あ

っ
て

は
、

効
率

が
高

い
状

態
を

維
持

す
る

よ
う

に
適

切
に

運
転

す
る

こ
と

。
　

複
数

の
発

電
専

用
設

備
の

並
列

運
転

に
際

し
て

は
、

個
々

の
機

器
の

特
性

を
考

慮
の

上
、

負
荷

の
増

減
に

応
じ

て
適

切
な

配
分

を
行

い
、

総
合

的
な

効
率

の
向

上
を

図
る

こ
と

。
　

火
力

発
電

設
備

に
お

い
て

は
、

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

の
部

分
負

荷
に

お
け

る
減

圧
運

転
が

可
能

な
場

合
に

は
、

運
転

の
最

適
化

に
つ

い
て

要
領

を
作

成
し

て
行

う
こ

と
。

0
2

発
電

専
用

設
備

の
保

全
管

理
　

発
電

専
用

設
備

は
、

熱
効

率
の

高
い

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

3
3

発
電

専
用

設
備

、
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ
ン

設
備

0
5

加
熱

及
び

冷
却

並
び

に
伝

熱
の

合
理

化
に

関
す

る
措

置 熱
の

動
力

等
へ

の
変

換
の

合
理

化
に

関
す

る
措

置

空
気

調
和

設
備

、
換

気
設

備
0
2

3
4
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0
3

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

の
効

率
管

理

　
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ
ン

設
備

に
使

用
さ

れ
る

複
数

の
ボ

イ
ラ

ー
、

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

、
蒸

気
タ

ー
ビ

ン
、

ガ
ス

エ
ン

ジ
ン

、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

エ
ン

ジ
ン

等
は

、
発

生
す

る
熱

及
び

電
気

が
十

分
に

利
用

さ
れ

る
よ

う
、

負
荷

の
増

減
に

応
じ

て
適

切
に

運
転

し
、

総
合

的
な

効
率

を
高

め
る

こ
と

。
　

抽
気

タ
ー

ビ
ン

又
は

背
圧

タ
ー

ビ
ン

を
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ
ン

設
備

に
使

用
す

る
と

き
は

、
蒸

気
エ

ネ
ル

ギ
ー

が
十

分
に

利
用

さ
れ

る
よ

う
、

抽
気

タ
ー

ビ
ン

の
抽

気
圧

力
又

は
背

圧
タ

ー
ビ

ン
の

背
圧

の
許

容
さ

れ
る

最
低

値
に

つ
い

て
適

正
な

値
を

設
定

し
、

運
用

す
る

こ
と

。

0
4

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

の
保

全
管

理

　
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ
ン

設
備

は
、

熱
効

率
の

高
い

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

0
1

変
圧

器
の

需
要

率
管

理

　
変

圧
器

は
、

需
要

率
を

適
正

に
維

持
す

る
よ

う
に

、
稼

働
台

数
の

調
整

及
び

負
荷

の
適

正
配

分
を

行
う

こ
と

。
　

不
使

用
な

状
態

が
長

期
に

及
ぶ

変
圧

器
は

、
停

止
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
無

負
荷

損
を

防
止

す
る

こ
と

。
　

二
次

側
電

圧
が

同
じ

変
圧

器
が

複
数

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

、
そ

の
負

荷
を

他
の

変
圧

器
に

移
行

で
き

る
と

き
は

、
変

圧
器

損
失

を
低

減
さ

せ
る

た
め

、
軽

負
荷

変
圧

器
を

停
止

さ
せ

る
こ

と
。

0
2

受
電

端
力

率
の

管
理

　
受

電
端

に
お

け
る

力
率

は
、

9
0
パ

ー
セ

ン
ト
以

上
を

維
持

し
、

1
0
0
パ

ー
セ

ン
ト
と

す
る

こ
と

を
目

標
と

し
て

、
進

相
コ

ン
デ

ン
サ

を
運

用
す

る
こ

と
。

　
進

相
コ

ン
デ

ン
サ

は
、

こ
れ

を
設

置
す

る
設

備
の

稼
働

又
は

停
止

に
合

わ
せ

て
稼

働
又

は
停

止
さ

せ
る

よ
う

に
適

正
な

運
転

を
行

う
こ

と
。

0
3

単
相

負
荷

の
管

理
　

三
相

電
源

に
単

相
負

荷
を

接
続

さ
せ

る
と

き
は

、
電

圧
及

び
相

電
流

の
不

平
衡

を
防

止
す

る
こ

と
。

0
4

負
荷

率
の

管
理

　
電

気
を

使
用

す
る

設
備

（
以

下
「
電

気
使

用
設

備
」
と

い
う

。
）
の

稼
働

に
つ

い
て

調
整

す
る

こ
と

に
よ

り
、

工
場

等
に

お
け

る
電

気
の

使
用

を
平

準
化

し
て

最
大

電
流

を
低

減
す

る
こ

と
。

0
5

受
変

電
設

備
及

び
配

電
設

備
の

保
全

管
理

　
受

変
電

設
備

及
び

配
電

設
備

は
、

良
好

な
状

態
に

維
持

す
る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。

0
6

そ
の

他
の

電
気

使
用

設
備

に
係

る
管

理

　
そ

の
他

の
電

気
使

用
設

備
へ

の
電

気
の

供
給

の
管

理
は

、
電

気
使

用
設

備
の

種
類

、
稼

働
状

況
及

び
容

量
に

応
じ

て
、

受
変

電
設

備
及

び
配

電
設

備
の

電
気

の
損

失
を

低
減

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

設
備

の
運

用
に

係
る

要
領

を
作

成
し

て
行

う
こ

と
。

0
1

ポ
ン

プ
の

運
転

管
理

　
ポ

ン
プ

は
、

生
産

工
程

等
か

ら
要

求
さ

れ
る

使
用

端
圧

力
及

び
流

量
を

把
握

し
て

、
負

荷
に

応
じ

た
適

正
な

流
量

及
び

圧
力

に
よ

る
運

転
を

行
う

こ
と

。
　

台
数

制
御

、
回

転
数

制
御

等
を

用
い

た
シ

ス
テ

ム
を

採
用

し
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

電
動

機
の

負
荷

を
低

減
す

る
た

め
、

負
荷

の
変

動
に

応
じ

て
最

適
な

稼
働

状
態

に
な

る
よ

う
送

出
量

及
び

圧
力

を
適

正
に

調
整

す
る

こ
と

。

抵
抗

等
に

よ
る

電
気

の
損

失
の

防
止

に
関

す
る

措
置

0
6

受
変

電
設

備
、

配
電

設
備

3
5
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0
2

フ
ァ

ン
及

び
ブ

ロ
ワ

ー
の

運
転

管
理

　
フ

ァ
ン

及
び

ブ
ロ

ワ
ー

は
、

生
産

工
程

等
か

ら
要

求
さ

れ
る

使
用

端
圧

力
及

び
流

量
を

把
握

し
て

、
負

荷
に

応
じ

た
適

正
な

流
量

及
び

圧
力

に
よ

る
運

転
を

行
う

こ
と

。
　

フ
ァ

ン
及

び
ブ

ロ
ワ

ー
は

、
生

産
工

程
等

の
操

業
状

況
を

把
握

し
て

、
運

転
時

間
の

低
減

、
空

転
の

防
止

等
を

行
う

こ
と

。
　

台
数

制
御

、
回

転
数

制
御

等
を

用
い

た
シ

ス
テ

ム
を

採
用

し
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

電
動

機
の

負
荷

を
低

減
す

る
た

め
、

負
荷

の
変

動
に

応
じ

て
最

適
な

稼
働

状
態

に
な

る
よ

う
送

出
量

及
び

圧
力

を
適

正
に

調
整

す
る

こ
と

。

0
3

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
の

運
転

管
理

　
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

は
、

生
産

工
程

等
か

ら
要

求
さ

れ
る

使
用

端
圧

力
及

び
流

量
を

把
握

し
て

、
負

荷
に

応
じ

た
適

正
な

流
量

及
び

圧
力

に
よ

る
運

転
を

行
う

こ
と

。
　

台
数

制
御

、
回

転
数

制
御

等
を

用
い

た
シ

ス
テ

ム
を

採
用

し
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

電
動

機
の

負
荷

を
低

減
す

る
た

め
、

負
荷

の
変

動
に

応
じ

て
最

適
な

稼
働

状
態

に
な

る
よ

う
送

出
量

及
び

圧
力

を
適

正
に

調
整

す
る

こ
と

。
　

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
は

、
吐

出
圧

力
が

高
い

ほ
ど

所
要

動
力

が
大

き
く

な
る

の
で

、
供

給
側

と
使

用
側

と
が

緊
密

な
連

絡
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

必
要

最
低

圧
力

を
考

慮
し

、
可

能
な

限
り

吐
出

圧
力

の
低

減
及

び
負

荷
の

平
準

化
を

行
う

こ
と

。

0
4

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
の

吸
気

管
理

　
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

は
、

フ
ィ

ル
タ

ー
の

目
詰

ま
り

又
は

吸
入

空
気

温
度

の
上

昇
に

よ
り

効
率

が
低

下
す

る
た

め
、

清
浄

な
冷

気
を

吸
入

す
る

こ
と

。

0
5

ポ
ン

プ
、

フ
ァ

ン
、

ブ
ロ

ワ
ー

、
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

等
の

保
全

管
理

　
ポ

ン
プ

、
フ

ァ
ン

、
ブ

ロ
ワ

ー
、

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
等

の
流

体
機

械
は

、
流

体
の

漏
え

い
を

防
止

し
、

流
体

を
輸

送
す

る
配

管
の

抵
抗

を
低

減
す

る
た

め
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

　
フ

ィ
ル

タ
ー

等
の

目
詰

ま
り

に
よ

る
圧

力
損

失
を

防
止

す
る

こ
と

。

0
1

電
動

力
応

用
設

備
の

無
負

荷
管

理
　

電
動

力
応

用
設

備
は

、
電

動
機

の
空

転
に

よ
る

電
気

の
損

失
を

低
減

す
る

た
め

、
始

動
電

力
量

と
の

関
係

を
勘

案
し

て
適

切
に

運
転

し
、

不
要

時
の

停
止

を
行

う
こ

と
。

0
2

電
動

機
の

運
転

管
理

　
複

数
の

電
動

機
を

使
用

す
る

と
き

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
電

動
機

の
適

正
な

需
要

率
が

維
持

さ
れ

る
よ

う
に

、
稼

働
台

数
の

調
整

及
び

負
荷

の
適

正
配

分
を

行
う

こ
と

。

0
3

誘
導

炉
等

の
装

て
ん

方
法

管
理

　
誘

導
炉

、
ア

ー
ク

炉
及

び
抵

抗
炉

は
、

被
加

熱
物

の
装

て
ん

方
法

を
改

善
す

る
こ

と
に

よ
り

、
そ

の
熱

効
率

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

。

0
4

誘
導

炉
等

の
効

率
管

理
　

誘
導

炉
、

ア
ー

ク
炉

及
び

抵
抗

炉
は

、
設

備
の

構
造

、
被

加
熱

物
の

特
性

、
加

熱
、

熱
処

理
等

の
前

後
の

工
程

等
に

応
じ

て
、

ヒ
ー

ト
パ

タ
ー

ン
を

改
善

す
る

こ
と

に
よ

り
、

熱
効

率
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
。

0
5

電
解

設
備

の
電

解
効

率
管

理
　

電
解

設
備

は
、

適
当

な
形

状
及

び
特

性
の

電
極

を
採

用
し

、
電

極
間

距
離

、
電

解
液

の
濃

度
等

を
適

正
な

値
と

し
、

導
体

の
接

触
抵

抗
等

を
低

減
す

る
こ

と
に

よ
り

、
電

解
効

率
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
。

0
7

電
動

力
応

用
設

備
、

電
気

加
熱

設
備

等

電
気

の
動

力
、

熱
等

へ
の

変
換

の
合

理
化

に
関

す
る

措
置電

気
の

動
力

、
熱

等
へ

の
変

換
の

合
理

化
に

関
す

る
措

置

ポ
ン

プ
、

フ
ァ

ン
、

ブ
ロ

ワ
ー

、
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

等

0
7

3
6

3
7
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0
6

電
動

力
応

用
設

備
の

保
全

管
理

　
電

動
力

応
用

設
備

は
、

負
荷

機
械

（
電

動
機

の
負

荷
と

な
る

機
械

を
い

う
。

）
、

動
力

伝
達

部
及

び
電

動
機

に
お

け
る

機
械

損
失

を
低

減
す

る
た

め
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

0
7

電
気

加
熱

設
備

及
び

電
解

設
備

の
保

全
管

理

　
電

気
加

熱
設

備
及

び
電

解
設

備
は

、
配

線
の

接
続

部
分

、
開

閉
器

の
接

触
部

分
等

に
お

け
る

抵
抗

損
失

を
低

減
す

る
た

め
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

0
8

誘
導

炉
等

の
断

熱
に

係
る

保
全

管
理

　
誘

導
炉

、
ア

ー
ク

炉
及

び
抵

抗
炉

は
、

断
熱

性
能

を
良

好
な

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、

断
熱

工
事

等
の

熱
の

損
失

の
防

止
の

た
め

に
講

じ
た

措
置

に
つ

い
て

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。

0
9

そ
の

他
の

電
気

の
使

用
に

係
る

管
理

　
そ

の
他

の
電

気
の

使
用

に
係

る
管

理
は

、
電

動
力

応
用

設
備

、
電

気
加

熱
設

備
等

の
電

気
使

用
設

備
ご

と
に

、
そ

の
電

気
の

損
失

を
低

減
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
設

備
の

運
用

に
係

る
要

領
を

作
成

し
て

行
う

こ
と

。

0
1

照
明

設
備

の
運

用
管

理

　
既

設
の

照
明

器
具

は
、

ラ
ン

プ
の

交
換

時
期

に
合

わ
せ

、
適

宜
節

電
型

ラ
ン

プ
に

交
換

す
る

こ
と

。
　

照
明

設
備

は
、

日
本

工
業

規
格

Ｚ
9
1
1
0
照

度
基

準
及

び
こ

れ
に

準
ず

る
規

格
に

規
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
り

適
正

な
照

度
レ

ベ
ル

と
す

る
こ

と
。

　
照

明
の

点
灯

を
施

す
区

画
を

限
定

す
る

ほ
か

、
適

宜
調

光
に

よ
る

減
光

又
は

消
灯

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
過

剰
又

は
不

要
な

点
灯

を
な

く
す

こ
と

。
　

昼
光

を
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
場

所
に

お
い

て
は

、
積

極
的

に
利

用
す

る
こ

と
。

0
2

照
明

設
備

の
保

全
管

理
　

照
明

設
備

は
、

適
正

な
照

度
を

維
持

す
る

た
め

、
照

明
器

具
及

び
光

源
の

清
掃

、
光

源
の

交
換

等
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

0
1

昇
降

機
の

運
転

管
理

　
昇

降
機

は
、

稼
働

台
数

制
御

が
で

き
る

場
合

に
は

、
利

用
状

況
に

応
じ

て
、

適
宜

、
稼

働
台

数
制

御
を

行
う

こ
と

。

0
2

昇
降

機
の

保
全

管
理

　
昇

降
機

は
、

電
動

機
の

負
荷

と
な

る
機

器
、

動
力

伝
達

部
及

び
電

動
機

の
機

械
損

失
を

低
減

す
る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。

0
1

給
湯

設
備

の
効

率
管

理
　

給
湯

設
備

は
、

給
湯

温
度

、
給

湯
圧

力
そ

の
他

給
湯

の
効

率
の

改
善

に
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

適
切

な
値

で
運

転
す

る
こ

と
。

0
2

給
湯

設
備

の
保

全
管

理
　

給
湯

設
備

は
、

伝
熱

性
能

の
低

下
を

防
止

し
、

良
好

な
状

態
を

維
持

す
る

た
め

、
熱

交
換

器
に

付
着

し
た

ス
ケ

ー
ル

の
除

去
等

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。

0
1

事
務

所
機

器
の

管
理

　
事

務
用

機
器

は
、

不
要

時
に

お
い

て
適

宜
電

源
を

切
る

こ
と

。

0
2

事
務

所
用

機
器

の
保

全
管

理
　

事
務

用
機

器
は

、
必

要
に

応
じ

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

4
1

3
8

3
9

4
0

0
2

昇
降

機

照
明

設
備

0
7

事
務

用
機

器

電
気

の
動

力
、

熱
等

へ
の

変
換

の
合

理
化

に
関

す
る

措
置 電

気
の

動
力

、
熱

等
へ

の
変

換
の

合
理

化
に

関
す

る
措

置 電
気

の
動

力
、

熱
等

へ
の

変
換

の
合

理
化

に
関

す
る

措
置

給
湯

設
備

加
熱

及
び

冷
却

並
び

に
伝

熱
の

合
理

化
に

関
す

る
措

置

0
7

0
7
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４
　

産
業

部
門

に
お

け
る

基
本

対
策

（
設

備
導

入
等

対
策

）

0
3

放
射

、
伝

熱
等

に
よ

る
熱

の
損

失
の

防
止

に
関

す
る

措
置

5
1

蒸
気

配
管

系
の

断
熱

強
化

　
蒸

気
配

管
、

継
ぎ

手
、

バ
ル

ブ
、

ス
チ

ー
ム

ト
ラ

ッ
プ

等
の

蒸
気

配
管

系
の

断
熱

性
能

が
、

日
本

工
業

規
格

A
9
5
0
1
保

温
保

冷
工

事
施

工
標

準
及

び
こ

れ
に

準
じ

る
規

格
に

規
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
り

施
工

さ
れ

る
断

熱
性

能
を

基
準

と
し

て
不

十
分

と
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
断

熱
化

の
工

事
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
断

熱
強

化
す

る
こ

と
。

0
4

廃
熱

の
回

収
利

用
に

関
す

る
措

置
5
1

蒸
気

ド
レ

ン
の

回
収

利
用

　
生

産
工

程
等

に
お

け
る

蒸
気

ド
レ

ン
に

お
い

て
、

未
回

収
又

は
回

収
量

が
少

な
い

状
況

で
あ

っ
て

、
回

収
利

用
に

当
た

っ
て

水
質

上
の

問
題

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

ボ
イ

ラ
ー

給
水

等
へ

の
ド

レ
ン

の
回

収
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
回

収
利

用
す

る
こ

と
。

5
1

熱
搬

送
ポ

ン
プ

等
に

お
け

る
最

適
流

量
調

整
の

た
め

の
装

置
等

の
導

入

　
熱

搬
送

ポ
ン

プ
及

び
冷

却
水

ポ
ン

プ
に

お
い

て
、

流
量

の
調

整
に

よ
り

搬
送

動
力

の
低

減
が

見
込

め
る

場
合

に
は

、
台

数
制

御
、

回
転

数
制

御
等

の
負

荷
に

応
じ

た
最

適
な

流
量

に
調

整
す

る
た

め
の

装
置

等
の

採
用

に
つ

い
て

検
討

を
行

い
、

当
該

装
置

等
を

導
入

す
る

こ
と

。

5
2

空
気

調
和

設
備

に
お

け
る

最
適

風
量

調
整

の
た

め
の

装
置

等
の

導
入

　
空

気
調

和
設

備
の

送
排

風
機

に
お

い
て

、
風

量
の

調
整

に
よ

り
搬

送
動

力
の

低
減

が
見

込
め

る
場

合
に

は
、

回
転

数
制

御
等

の
負

荷
に

応
じ

た
最

適
な

風
量

に
調

整
す

る
た

め
の

装
置

等
の

採
用

に
つ

い
て

検
討

を
行

い
、

当
該

装
置

等
を

導
入

す
る

こ
と

。

3
5

受
変

電
設

備
、

配
電

設
備

0
6

抵
抗

等
に

よ
る

電
気

の
損

失
の

防
止

に
関

す
る

措
置

5
1

変
圧

器
の

負
荷

の
統

合

　
複

数
の

変
圧

器
が

軽
負

荷
で

同
時

に
運

転
し

て
い

る
場

合
に

は
、

個
々

の
変

圧
器

の
効

率
を

上
げ

る
た

め
、

か
つ

、
変

圧
器

の
稼

働
台

数
を

削
減

す
る

た
め

に
、

軽
負

荷
変

圧
器

の
負

荷
の

配
分

に
つ

い
て

検
討

を
行

い
、

変
圧

器
の

負
荷

を
統

合
す

る
こ

と
。

5
1

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
運

転
台

数
の

自
動

制
御

装
置

等
の

導
入

　
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

が
複

数
台

設
置

さ
れ

て
い

る
と

き
で

あ
っ

て
、

生
産

工
程

等
か

ら
要

求
さ

れ
る

稼
働

条
件

に
対

し
て

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
の

負
荷

の
調

整
が

十
分

で
な

く
、

設
備

全
体

の
効

率
が

低
い

場
合

に
は

、
負

荷
に

応
じ

た
最

適
な

運
転

台
数

に
調

整
す

る
た

め
の

装
置

等
の

採
用

に
つ

い
て

検
討

を
行

い
、

当
該

装
置

等
を

導
入

す
る

こ
と

。

5
2

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
吸

気
温

度
上

昇
の

抑
制

　
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

に
お

い
て

は
吸

込
み

空
気

温
度

が
高

く
な

る
と

効
率

が
低

下
す

る
た

め
、

吸
込

み
空

気
温

度
が

外
気

温
度

等
と

比
較

し
て

過
度

に
上

昇
す

る
場

合
に

は
、

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
室

の
換

気
方

法
の

改
善

等
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
吸

気
温

度
上

昇
の

抑
制

対
策

を
実

施
す

る
こ

と
。

備
考

ポ
ン

プ
、

フ
ァ

ン
、

ブ
ロ

ワ
ー

、
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

等

0
7

電
気

の
動

力
、

熱
等

へ
の

変
換

の
合

理
化

に
関

す
る

措
置

ボ
イ

ラ
ー

、
工

業
炉

、
蒸

気
系

統
、

熱
交

換
器

等

削
減

対
策

の
内

容
対

策
の

分
類

細
分

類

3
2

大
分

類
中

分
類

3
6

3
3

空
気

調
和

設
備

、
換

気
設

備

加
熱

及
び

冷
却

並
び

に
伝

熱
の

合
理

化
に

関
す

る
措

置

0
2

HB-50



5
1

電
子

回
路

式
安

定
器

及
び

高
周

波
点

灯
方

式
の

蛍
光

ラ
ン

プ
等

の
導

入

　
照

明
設

備
に

お
い

て
、

既
設

の
照

明
器

具
が

磁
気

回
路

式
安

定
器

を
用

い
て

い
る

場
合

に
は

、
使

用
状

況
、

劣
化

状
況

、
更

新
時

期
等

に
つ

い
て

検
討

を
行

い
、

電
子

回
路

式
安

定
器

及
び

高
周

波
点

灯
方

式
の

蛍
光

ラ
ン

プ
を

採
用

す
る

こ
と

。

5
2

高
輝

度
放

電
ラ

ン
プ

等
効

率
の

高
い

ラ
ン

プ
の

導
入

　
照

明
設

備
に

お
い

て
、

既
存

の
照

明
器

具
が

発
光

効
率

の
低

い
ラ

ン
プ

で
あ

る
場

合
に

は
、

使
用

状
況

、
劣

化
状

況
、

更
新

時
期

等
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
高

輝
度

放
電

ラ
ン

プ
（
高

圧
水

銀
ラ

ン
プ

、
高

圧
ナ

ト
リ

ウ
ム

ラ
ン

プ
、

メ
タ

ル
ハ

ラ
イ

ド
ラ

ン
プ

等
発

光
効

率
に

優
れ

た
ラ

ン
プ

を
い

う
。

）
を

採
用

す
る

こ
と

。

3
8

照
明

設
備

0
7

電
気

の
動

力
、

熱
等

へ
の

変
換

の
合

理
化

に
関

す
る

措
置
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